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〈論 説〉

ソヴェ ト社会主 義共和 国連邦 の崩壊(2)

中 村 平 八
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2-2社 会主義 の崩壊

ソ連 の崩壊 とともに社会主義 も崩壊 した,社 会主義の崩壊 が ソ連 の崩壊 を も

た ら した,こ れが 日本の論壇 にお ける大方 の主張であ る。 ところが 日本 の研究

者のなかには,こ れ と異な る見解 があ る。異論の一 っ は,ソ 連 で崩壊 したのは

資本主義の特殊 な形態 と しての 「国家資本主義」であ った,と す る見解で ある。

いま一っ は,「資本主義 で も社会主義で もない社会」の崩壊説 である。多数意見

である 「社会主義」崩壊説 も,論 者の数 だけヴ ァ リア ン トがあ り,共 通 の理解

には達 していない。学界の専門家の このよ うな状況 については,拙 稿 「発展途

上社会 主義 の崩壊」および長砂實教授の論稿 「"20世紀社会 主義"の 評価 と体制
(35)

転換」 が紹介 している。意見 の分岐による混乱 の主たる原因 は,論 者 によって
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社会主義 の定義ない し理解 が異 なるか らであ る。以下,わ れわれの見解を示 そ

う。

社会主義社会 とは,そ もそ もいかな る社会 であろ うか。 それは,資 本主義 的

生産様式の揚棄 と共産主義的生産様式(以 下,共 産主義)の 確立 をめざす社会革

命 によ って実現 され る社会であ る。共産主義 の高 い段階の一挙的実現 は不 可能

で あるため,こ の社会革命 は,ま ず共産J9:ーの低 い段階,っ ま り社会主義 の実

現をめざす革命 となる。したが って この社会革命 は,一 回限 りの革命で はな く,

共産主義 の高 い段階 に到達す るまでの永続革命 とな る。 この展望 は,マ ルクス

の先進国革命論 と して結実 して いる。

長期 にわたるこの社会革命 の基本 目標 は,資 本主義的生産様式 に もとつ く①

資本 一賃労働関係 の廃 止,② 人間 によ る人間の搾取 の廃 止,③ 階級 による社会

の分裂 の廃止 とい う 「三 廃」 である。社会主義革命の諸条件 は,資 本主義社会

の発展 のなかで準備 され る。 また社会1".義への移行の形態 は,国 によ り,歴 史

的条件 によ り異な った もの とな る。社会 主義社会建設 の道 は,労 働者階級の権

力 の確立,主 な生 産手段 の社会化,生 産力 の発展 を もた らす計 画経済 によ って

保証 され る。

上記 の規定 に もとついて,ロ シアの十月革命および ソ連社会 を検証す るな ら

ば,以 下 の三点 を確認 す ることができる。第一 に,い わゆる1917年 の十 月革命

は,特 殊 な社会主義革命,つ ま り 「社会主義 をめ ざす社会革命」 であ った とい

うこと。第二 に,ト 月革命後 の ソ連社会 は,資 本 と しての生産手段 の国有化 に

よ り,形 式的 には資本 一賃労働関係 を廃 止 したが,「 労働者階級 の権力の樹立」

に失敗 したため,実 質的 には 「人間による人間 の搾取」および 「階級 による社

会 の分裂」 の廃ILを 実現 で きなか った こと。第三 に,生 産手段 を所有す る国家

は,指 令的計画経済 に もとづ き,生 産力 の一定 の発展 を実現 したが,ソ 連時代

末期 には生産力の停滞 を もた らしたこと。

では ロシアの十月革命 は,な ぜ純粋 な 「社会主義革命」で はな く,「社会主義

をめざす社会革命」 であ ったのか。それを明 らかにす るため には,一 見迂遠 に

みえ るが,ロ シアの十 月革命がいかな る歴史的条件の もとで遂行 され たのか,
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社 会 主 義建 設 の 主体 は どの程 度 形成 され て いた の か,を 解 明 す る必 要 が あ る。

言 い換 えれ ば,十 月 革命 が打 倒対 象 と した ロ シア資 本主 義 の性格 分 析 が必 要 と

な る。

ロ シア資 本主 義 の基本 構 造 を明 らか に した仕 事 と して は
,遺 憾 な が ら,い ま

だ に 後 期 レー ニ ンの 労 作一一 『さ しせ ま る 破 局 ,そ れ と ど う た た か うか」

(1917),『 ソ ヴェ ト権 力 の 当面 の任 務 』(1918) ,『 食糧 税 に つ いて』(1921),そ の

他 の著 作一 を越 え る もの が な い。 レーニ ンによ れ ば,ロ シア資本 主義 は,「 軍

事 的 ・封 建 的」 資本 主義 も し くは 「前 資 本 主義 的諸 関係 の と くに濃 密 な網 の 目

でお お われ た」 資本 主義 で あ った。 日本 の山 田盛 太郎(1897-1980)は
,ロ シア

資本 主義 を 「軍 事的農 奴 制 的;半 農奴 制 的」 資本 宝義 と把 握 して い る。 ロ シア

資 本 セ義 の基本 的特 徴 は,労 働者 階級 が量 的 に も質 的 に も弱 体 で あ った こと
,

これ に つ きる。

レー ニ ンが い う 「前 資 本 主義 的 諸 関係 」 とは,ロ シア に は資 本 主義 ウ ク ラー

ドと と もに,小 商品 生産 ウ ク ラー ドと家 父 長制 自然経 済 ウ ク ラー ドとい う二 っ

の非 資本 主義 的 ウ ク ラー ドが 構造 的 に併 存 して い た こ とを指 して い る
。 小 商品

生 産 ウ ク ラー ドの 主た る担 い手 は小農 民 経 営 で あ り,そ こに は資 本 一賃 労 働 関

係 は存 在 しなか った。 家 父長 制 自然 経 済 ウ ク ラー ドは中央 ア ジアや シベ リア に

広 範 に存 在 し,同 じくそ こに は資本 一賃 労 働 関係 は存 在 しなか った。もちろん,

当 時 の イ ギ リス,ド イ ツ,フ ラ ンスaア メ リカ な どの先進 資本 主義 国 で は,支

配 的 ウク ラー ドと して の資 本 主 義 ウク ラー ドが+7 _.して お り,家 父 長 制 自然経

済 ウ ク ラー ドは も はや存 在 せ ず,従 属 的 ウ ク ラー ドと して の小 商 品 生 産 ウ ク

ラー ドは存 在 した が,国 民 経 済 に 占 め る比 重 は,ロ シア よ り もは るか に小 さ

か った。

小農 民 経 営(小 商品生産 ウクラー ド)の 大 海 の なか に浮 か ぶ工 業(資 本 主義 ウク

ラー ド)の 小 島 とい う後 発 資 本主 義 国 ロ シアに特 有 の事 情 は
,ロ シア の社 会 革

命 が直接 に 「社 会 主義 」 へ の移 行 を め ざす 「社会 主 義 革 命」 に な らな い こ とを

意 味 した。 それ は また,1917年10月 の特殊 な 「社 会 主義 革 命」,す なわ ち 「社

会主 義 を め ざす社 会革 命 」 の あ と,共 産主 義 の低 い段 階 と して の社 会 主義 に至
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るまで に,マ ルクスの先進国革命の過渡期論 にはない特殊 な 「過渡期」 が存在

す ることを意味 した。 ロシアの 「社会主義を あざす社会革命」 と特殊 な 「過渡

期」 は,未 完 に終わ ったマルクスの後進国革命論の系譜 に属 する革命 と適渡期
(36)

で あ った。 しか し,ソ 連 の指 導 者 や理 論 家 に は,そ の よ うな認 識 はな か った。

ロ シア にお け る ト月革 命 直後 の国 内戦 と外 国 の軍 事 干渉 の時 期(1918-21),

「社 会 主義 」 へ の 直接 移 行 を め ざ して,⊥ 場 ・企業 等 の 全面 的 国有 化 が 強行 さ

れ,一 見 共産 主 義 的 と見 え る経 済 政 策 が あ いっ いで打 ち だ され た。 しか し}戦

時 共産 主義 政策 の本 質 は,国 内 戦 を勝 ち抜 くた め の戦時 経 済政 策 にす ぎなか っ

た。 農民 か らの食 糧 徴 発 やrf∫民 へ の配給 制 度 の実 施 は,生 産 力 の低 下に と もな

う農 産 物 不足 の反 映 で あ り,住 民 に よ る生 産 物交 換 は,イ ンフ レの昂 進 によ る

貨 幣 信 認 の失 墜 の現 れ で あ り,一 連 の 公 共 サ ー ビ スの無 料 制 は,財 政 負担 に

よ って 支 え られ て い た。 この時 期 の 商品 貨 幣経 済 の機 能 停 止 は,第 一次 世界 大

戦(1914-18),1917年 の 』 革命 お よ び 十・月革 命,国 内戦 の勃発 とい う一一連 の

異常 経 済状 態 の反 映 で あ って,社 会1社 会 の到 来 に よ る もので はな か った。

強圧 的 な戦 時 共産 主義政 策 は長 つづ きす る はず もな く,ク ロ ンシ タ ッ トの反

乱(1921)を は じめ とす る農 民 暴 動 を招 き,国 内戦 の終 結 と と もに新 経済 政 策

(ネ ップ)に 切 り替 え られ た。 食糧 徴発 制 は食糧 税 制 に移行 し,貨 幣 制 度 の再 建

が はか られ,自 由 な企 業 活動 や商 品交 換 が復 活 した。いわ ゆ る ネ ップの もとで,

ソ連経 済 は復興 を遂 げ,新 しい段 階 に突 入 して ゆ く。 す なわ ち,ス ター リンが

党 国 家権 力 を掌 握 し,1929年 よ り5力 年 計 画方 式 に よ って経 済建 設 が行 わ れた

の で あ る。

第 一 次5力 年 計 画(1928--32)と 第 二次5力 年計 画(1933-37)の10年 間 に,

工 業 ・商 業 ・そ の他 にお け る私 有私 営 企 業活 動 は禁 止 され,ま た小農 民 経営 を

全 面 的 に否 定 す る農 業 の集 団 化 が強行 されて,国 家 ウ ク ラー ドとそれ に従 属 す

る協 同組 合 ウ ク ラー ドとが ソ連 経 済 を 支配 す るに い た った。 いわ ゆ る ソ連 型 社

会 主義 の政治 的経済 的原 型 は,ま さに この時 期 に確 立 した ので あ る。

で は ロ シア にお け る 「社 会 主 義 を め ざす社 会 革 命」 は いっ終 わ り,そ の後 ど

の よ うな性 格 の社 会 が 到 来 す る こと にな ったの か。現 段 階 にお け るわ れ われ の
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暫定 的 結 論 は,こ うで あ る。政 治 史 的 に は,1924年 の レー ニ ン死後 のinterreg -

num(空 位期)を へ て ス ター リンが 権力 を掌握 した時 期,す なわ ち1929年 ころ

に 「社 会 主義 を あ ざす社 会革 命 」 は挫 折 した。 経 済 史 的 に は,ネ ップか ら 「指

令 的 計i由i経済 」へ の転 換 の時 期,す なわ ち1929年 が 「社 会 †義 を め ざ す社 会 革

命Jの 終r時 期 で あ る。1928年 に始 ま り1937年 に終 わ る二つ の5力 年 計 画 の

10年 間 に,ス ター リン主義 体制 ,共 産 党 の開 発 独裁 体 制,す な わ ちnapTKpa-

THqecKoerocy皿apcTBo(partcraticstate ,党 国家)体 制 が 確 、Zした ので あ る。

この社 会t:(途 上国型社会}義)の 経 済 の側 面 につ いて観 察 して み よ う
。 ソ

連 の党 国 家 が採 用 した指 令 的 計 画経済 は,国 民 経 済 の規模 が小 さか った 初期 の

5力 年 計 画期 や戦 時期 ・戦後 復 興期 に は一 定 の 肯定 的役 割 を はた した
。しか し,

ソ連経 済 が急 速 に規模 を拡 大 す る と と もに,そ れ は否定 的存 在 に転 化 した。 党

国 家 によ る行政 的 資源配 分 は,米 ソ冷 戦体 制 に規定 され て,い ち じる しく軍 事

部 門 に傾斜 し・ 国 民 生活 の向上 を如ゴげた。 国 有L業 企 業等 の独 、γ採 算 制 は形骸

化 し,資 源 の浪 費が 増加 した。 農 業部 面で は コル ホ ー ズ ・ソ フホ ー ズの大 半 は

赤字経営 であ った。行政の肥人化 とともに現場 の企業経済の活 力は失われ,国

民 経済 の成 長 率 は1960年 代以 降,長 期 低 落 傾 向 を た ど る こ とにな った。

党 国 家 に よ る経 済 改革 の試 み が なか った わ けで はな い。 しか し,た とえ ば フ

ル シチ ョフ改 革 や ブ レジ ネ フ改革,ゴ ル バ チ ョフ改 革 は,ソ 連 経 済 の病 巣 を え

ぐりだ す こ とが で きず,い ず れ も中途 半 端 に終 わ った。 国 民経 済 のす べ て の分

野 を党 国 家 が所 有 し,こ れ を行政 的 に上 か ら管 理 ・運 営 して ゆ くとい うス ター

リンセ義 の経 済 政 策 を改 革す る必要 が あ った。 す な わ ち,公ff.,部 門 と して政 府

が所 有 し経 営 す る分野 とi民 間 部門 と して残 す分 野 とを,ソ 連経 済 の 発展 段 階

と リンク させ て的 確 に区 分 し,党 国 家 お よび党 国 家官 僚 の政 治 的経 済 的 権 限 を

縮小 す べ きで あ った。 しか し,フ ル シチ ョフ も ブ レ ジネ フ もゴル バ チ ョフ も,

党 国 家 の最 高官 僚 す な わ ち ノ メ ンクラ トゥー ラ員 の頂点 に 、Zっ人物 で あ り,

そ の よ うな 改革 を遂 行 す る能 力 はな か ったの で あ る。

この よ うな社 会 が いか な る性 格 の社 会 で あ ったか にっ い て は,冒 頭 で述 べ た

よ うに,意 見 が 分 か れて い る。 われ わ れ の見解 に よれ ば,ソ 連 は,20世 紀 の多



42商 経 論 叢 第34巻 第4号

くの 発 展 途 上 国 と同様 に,農 業 国 か ら工業 国 へ の転 化 を 政 策 的 課 題 と して い

た。 す なわ ち工 業化 が至上 命 令 で あ った。 社会 主義 的 工業 化 と呼 ば れ た この工

業 化 は,労 働 者 と農 民 の同 盟 を基 礎 に,ソ ヴ ェ ト権 力 が 指 導 にあ た る はず で

あ った。 しか し,そ の ソ ヴ ェ ト権 力 は,1929年 以後 の いわ ゆ る ス ター リ ン時代

に,急 速 に変質 して い った。 ソヴ ェ ト権 力 の 中枢 を握 る ソ連共 産 党 は国家 党 に

な り,共 産 党 の中核 は 「赤 い貴 族 」 の ノ メ ンク ラ トゥー ラ員 が 占め,労 働 者 ・

農 民 は権 力 か ら疎外 され,か く して 「社 会 主 義」 に 向か う道 は閉 ざ され た。 こ

う して ソ連型 社 会 主義 は,共 産 党 の 開発 独 裁体 制 の もとで 「発 展 途 上 社 会 主義 」

あ るい は 「途 上国 型 社会 主義 」 と して固 定化 されて しま い,再 生 の契機 は奪 わ

れyゴ ル バ チ ョフの ペ レス トロイ カ政 策,と りわ け政治 的 自由化 政 策 が 引 き金

とな って,終 末 を迎 え た ので あ る。

2-3共 和 国 の 崩壊

国 名 が 示 す ごと く,ソ 連 邦 は15の ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国 か ら構成 され る

連 邦 国家 で あ った。 した が って ソ連 の崩 壊 は,共 和 国 の崩 壊(独 立)と い う視 点

か ら考 察 して み る必 要 が あ る。 なぜ な らば,ロ シア共和 国 を除 く諸 共和 国 の主

権 宣 言,独 立宣 言の あ いっ ぐ議 決,連 邦 か らの離 反,連 邦財 政 の 悪化 が,ソ 連

邦 の崩 壊 を招 いたか らで あ る。 まず 一 般 的考 察 か らは じめ る と しよ う。

共 和制(republic)と は何 か。 そ れ は,君 主 が存 在 せ ず,元 首が 直接 また は間

接 に国民 によ って定 期 的 に選 挙 され,同 時 に合 議 制 の最 高 権 力機 関 を もつ国 家

形 態,政 治 形 態 も し くは統 治 形 態 を い う。 歴 史 的 に は 占代 ギ リシ アか ら今 日に

至 る まで さ まざ ま な共 和 制 が存 在 した。 と くに,普 通 選挙 に もとつ く共和 制 を

民主 共 和 制 とよ ぶ。か の マ ル ク ス(1818-88)は,1776年 に イギ リスか ら独 立 し

て誕 生 した ア メ リカ合衆 国 を,「 偉 大 な民 主 共 和 国 の思 想 が は じめ て生 まれ た

土 地 」 とよんで,高 く評価 して い た。

日本 で は幕 末,洋 学 者 た ち は ラテ ン語 のrespublicaに 由来 す る英 語 のre-

publicに 「共和 」「共治 」「万 民 共 治」な どの訳 語 を あて て い た。福 沢 諭 吉(1835

-1901)の 『西 洋事 情 』(1866)あ た りで,「 共 和 」の訳 語 が定 着 した とい う。明治
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初期,自 由民 権運 動 を展 開 した 主 な勢 力 は,「 万 民 共 治」で はな く,「 君 民 共 治」

の国 の実 現 を め ざ した。 しか し,当 時 国家 権 力 を握 って いた 藩閥政 府 は
,「万 民

共 治」 は もちろ ん 「君民 共 治 」 も認 め ず,自 由民 権派 を弾圧 し,1889年 に大 日

本帝 国憲 法 を発 布 して,立 憲 君 主 制 の天 皇 制絶 対 主義 国家 を樹 立 した。 第2次

世 界大 戦 後 の1946年,日 本 国 憲 法 が公 布 され,日 本 は 立憲君 主制(象 徴天皇制)

と議 会 共 和制 との妥協 形 態 を採用 した ので あ る。

長 い歴史 を もつrepublicで はあ るが,古 代 ロー マの帝 政 期,帝 国 は皇 帝 の私

物 とみ な され た。 この と き共和 制 の観 念 は,批 判 的 ・理念 的価 値 を もつ よ うに

な った。 ヨー ロ ッパ で は絶 対 王制 の専 制 政 治 の 時代 ,共 和 制 は対 抗 的観 念 ・思

想 ・概 念 に な った。英 国 ピュ ー リタ ン革 命(1642-49)は その 典型 的 な現 れ で あ

り,国 王処 刑後,ク ロ ム ウ ェルの指 導 下 に共 和 制 が樹 立 され た。 フ ラ ンスの ル

ソー(1712-78)は,構 成 員全 員 一 致 の社 会 契約 によ って成 立 した共 同体 の み

を,国 家 あ るい は共 和 国 とよび,人 民 を 主権 者 と したが,こ れ は共 和 制 理念 と

人民 主権 論 との結 びっ きの最 も明確 な理 論 的表 現 で あ った。

共和 国 は,君 主国 との対 比 で 用 い られ,代 表 的 な もの は ア メ リカや フラ ンス

な どの大統 領 制 国 家 で あ る。iUソ 連 や その傘 下の連 邦 構成 共 和 国 も国 名 に共 和

国 を用 いて お り・ そ の国 家権 力機 関 は各 級 地 方 ソヴ ェ トを は じめ とす る共 和 国

最 高 ソヴ ェ ト,ソ 連 最 高 ソヴ ェ トで あ った。そ の代 議 員選 挙制 度 は存在 したが,

共産 党 一 党 制 の もとで,民 意 を代 表 す る もの で は なか った。 また ソ連 で は,最

高 ソヴ ェ ト幹部 会 が 「集 団大 統 領 」の機 能 を はた す と解釈 され て きた。 しか し,

最 高 ソ ヴェ ト幹 部 会 員 や幹 部 会議 長 の 人事 は,形 式 的 に は最 高 ソヴ ェ ト自身 が

決 め るの だ が,事 実 上 は ソ連 共産 党 の政治 局 の決定 の追 認 で あ り,ソ 連 のNo .

1は,幹 部 会議 長 で はな く3ソ 連 共 産 党 の 書記 長 で あ った。

国際 政 治 の上 で も,ソ ヴ ェ ト社 会 主義共 和国 連 邦 を代 表 す る人 格e元 首は,

ソ連 最 高 ソヴ ェ ト幹 部会 議 長 で はな く,ソ 連 共産 党 書記 長 で あ るyと 認 識 され

て きた。 ソ連 も この認 識 に異議 を となえ た こ とはな い。 ここに 旧 ソ連 の共 産党

国 家 た る本 質 が 集 中 的 に あ らわれ て い る。 ペ レス トロイ カ末期,憲 法 改 正 が行

わ れ,1990年3月,ソ 連 人民 代 議 員大 会 で,最 初 に して最 後 の ソ連 元 首 一大 統
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領 と して,ゴ ル バ チ ョフ(1931-)が 選 出 され た。 ソ連 は大統 領 制 共和 国 へ の

道 を 歩 み だ したか に みえ た が,時 す で に遅 く,翌91年12月 の ソ連 の崩壊 と と

もに,連 邦 大 統 領職 もま た消 滅 した の で あ る。

旧 ロ シア共 和 国 は,ソ 連 の最 大最 強 の連邦 構 成 共 和国 と して,ソ 連 解 体 にお

いて決 定 的 か つ指 導 的役 割 を はた した。 この 国 の ソ連 時代 の正 式 国 名 は,ロ シ

ァ ・ソヴ ェ ト連 邦 社 会 主義 共 和国(YOCCHHCKdHGoBeTcK細 Φe月ePaTHBHaHCou-

Ha川cT四ecKaHPecuy6』uKa)で あ る。反 ゴルバ チ ョフの エIJツ イ ン大統 領 が率

い る ロシ ア は,1991年12月8日,ウ ク ライ ナお よ びベ ラル ー一シ と諮 り,こ の三

国 で独立 国家 共 同体(GHI「)を 創 設 し,ソ 連 崩 壊 の道 を拓 いた。また国 名 は,92

年5月 に 「ロ シア連 邦 」 に改称 され た。

ロ シア連邦 よ り早 く,ウ ク ライナ ・ソヴ ェ ト社会 主義 共和 国 は,90年7月 に

主権 宣 言,91年 の 「8月 クー デ タ」 直後 に独立 宣 言 を採 択 し,国 名 を 「ウ ク ラ

イ ナ」 に改 称,同 年12月8目 に は(}rの 創 設 に参 加 し,ソ 連 崩壊 の道 を拓 い

た。ベ ロル シア ・ソ ヴェ ト社 会 主義 共和 国 もま た,90年7月 に 主権 宣言,91年

の 「8月 クー デ タ」 直後 に独 肱宣 言を採択 し,同 年9月 国名 を 「ベ ラル ー シ共

和 国 」 に改称,12月8日 に ㎝ 「の創 設 に参 加 した。

モ ル ダヴ ィア ・ソヴ ェ ト社 会 主義 共和 国 は,90年6月 に国名 を モ ル ドヴ ァ ・

ソヴ ェ ト社会 主 義 共和 国 に改称 し,一セ権 宣 言を採択,さ らに91年5月 に国 名 を

「モ ル ドヴ ァ共 和 国」 に再 改称 し,同 年8月 独 、Z宣 言 を 採 択,12月21日 に は

㎝Fに 加 入 した。 トル クメ ン ・ソヴ ェ ト社 会 主義 共 和国 は,90年8月 に主権 宣

言を採 択,91年10月 に国 名 を 「トル クメ ニ ス タ ン」 に改称 し,独`r宣 言 を採

択,同 年12月 に は(}rに 加 入 した。

そ の他 の 旧連邦 構 成 共和 国 も,国 名 に 「共 和 国 」の名 称 は残 した が,「 ソヴ ェ

ト」 と 「社 会 主義 」 は はず した。 具体 的 に は,「 ア ゼル バ イ ジ ャン共 和 国 」,「ア

ル メニ ア共和 国 」,「グル ジア共和 国」(遅 れて93年 にCHr加 入),「 ウズベ キ ス タ

ン共 和 園」,「カ ザ フス タン共和 国 」,「キ ル ギ ス タ ン共和 国 」,「タ ジキ ス タ ン共

和国 」 と改称 し,91年12月21H,αTに 加 入 した。

バ ル ト3国 の うちの エ ス トニア ・ソヴ ェ ト社 会 主義共 和 国 は,1990年3月 に
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移行 期 間付 きの独 立宣 爵を採 択,91年 の 「8月 クーデ タ」直後 に即 時独 立 を宣

言 し,9月 に独 立を実 現 した。 また国名 を 「エ ス トニ ア共和 国」に改 めた。 ラ ト

ヴ ィアお よ び リ トァ ニ アの両 ソヴ ェ ト社 会主 義 共 和国 も,エ ス トニ ア とほぼ同

じ道 を歩 み,91年9月 に独 立 を達成 した。国 名 は 「ラ トヴ ィア共和 国」T「 リ ト

ア.r.ア共 和 国」に改 称 され た。な おバ ル ト3国 は独 立国 家 共 同体((}∬ 「)に 参 加

して いな い。

国 際連 合 に は,ソ 連 の崩 壊 まで ソ連,ウ ク ライ ナ,ベ ロル シアの三 国 が 当初

か ら加盟 して いた。 ソ連 の消 滅後,「 ロ シア連邦 」が国連 に お け る ソ連 の地位 を

継 承 し,引 きっ づ き国 連安 全 保 障 理事 会 の常 任 理 事 国 に就 任 して い る。 ソ連 崩

壊 後,バ ル ト3国 を含 む12の 共和 国 す べ て が,新 た に国 連 に加 盟 した。

さて,ソ 連 を構 成 す る15の 共 和 国 の 内実 で あ るが,そ れ は ソ連 共産 党 が絶 対

的存 在 で あ り,各 共和 国 の内政 を支配 した の は ソ連 共 産党 とそ れ に隷 属 す る各

共 和 国 共産 党 で あ った(た だ しロシア共和国 には ロシァ共産党は存在 しなか った)。

15の 共和 国 は,ソ 連 邦 とい う国 家 の ミニ チ ュア版 で あ り,napTKpaTHH(partc-

racy,党 権力制)が 貫徹 す るnapTKpaTUUecKOeroc四apcTBo(partcraticstate,

党国家)で あ りz「 共 和 国 」 の 内実 は有 して いな か った ので あ る。

2-4連 邦 の崩 壊

ソ連 は,国 家 形 態 か らみ て連邦 国家 で あ る と 箭われ る。 そ こで連 邦 国家 の崩

壊 につ いて考 え て み た い。 そ の前 に,連 邦 につ い て,す な わ ち連 邦 もその一 形

態 で あ る国 家結 合 の諸 形態 につ いて,あ らか じめ理 解 して お く必 要 が あ る。 国

家結 合 の形 態 と して は,歴 史 的 にみ て,(1)連 合,(2)連 邦,(3)同 盟,(4)宗
(37)

主国 一従属 国i(5)保 護 国 一被 保 護 国 の五 つ が知 られ て い る。

(1)連合(confederation,KoHΦe皿epa脳H:コ ンフェデラツ イヤ)は,複 数 の 自然

人 ・法 人 も し くは国 家 が,共 通 の 目的 の ため に,連 携 の とれ た行為 をす る こと,

また はその た め にっ く られ た関係 ・組織 を い う。 国際 的 に はa国 際連 合,万 国

郵便 連 合,国 家連 合 な どが あ る。もち ろん 本稿 に関 係 す るの は国 家連 合 で あ る。

国家 連 合 は,複 数 の 国家 が 条約 を基 礎 と して結 合 し,統 一 体 を構 成 して い る こ
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とを い う。 国家 連 合 の構 成 国 は,国 際 法上 の独立 の法 人格 を保持 す る。 国際 法

上 の能 力 は,連 合 と各 連 合 員 とに分 け られ る。 この能 力 の分配 は,条 約 の定 め

に したが う。 国 家連 合 の場 合,条 約 に よ って連 合 を結 ぶ複 数 の国 家 は,対 等 ・

平 等 の主権 国 家 で あ る。国家 連 合 の例 は,1778-87年 の ア メ リカ合 衆国,1815

ti年 の ドイ ッ連 合,1815-48年 の スイ ス連 合 な どが あ る。

共 通 の 君 主 を 有 す る国 家 の 結 合 を 同 君 連 合 と い う。 制 度 的 な もの をreal

union(物 上連合),た ま た ま君 主が 同一一の場 合 をpersonalunion(身 上連合)と

呼 ぶ。前 者 の例 は,1815-1905年 の ス ウェ ーデ ンと ノル ウェー,1867-1918年

の オ ー ス トリア とハ ンガ リーで あ り,後 者 の例 は,1815-90年 の オ ラ ンダ とル

クセ ンブル クで あ る。 この場 合 日本 で は 「連 合 」 とい う訳語 が使 用 され て い る

が,英 語 圏 で はunionが 用 い られ て い る こ とに注 目す る必 要 が あ る。

(2)連邦(federation,Φe月epaHHH:フ ェデラツイヤ)は,複 数 の支分 国(支 邦 とも

いう)に よ って構 成 され る国 家 を い う。 巨大 国 や複 数 の民族 で構成 され る国家

で行 わ れ る こ とが多 い。 典 型 的 な例 と して,ア メ リカ合 衆 国 や 「スイ ス連 邦 」

が あげ られ る。支 分 国(ア メ リカでは州,ス イスではカ ントン)は,国 家 主権 を もた

な い点 で,国 家 とは区別 され る。 しか し支分 国 は,独 自 の統 治権 を もち,か っ

連 邦 の意志 決 定 に支分 国 と して参 加 す る点 で,単 一 国 家 にお け る地 方 自治 体 と

は異 な る。 連 邦 は,単 一 の国家 で あ る点 で,複 数 の国 家 の条約 上 の結 合 で あ る

国 家 連合 や国 家 同盟 と異 な る。 連 邦 は,国 家連 合 よ り結 合 の程 度 が 大 き く,原

則 と して連 邦 が 国際 法 上 の法 人格 を有 し,連 邦 の内 部関 係 は,国 内法 上 の関係

とされ る。

複数 の支分 国(支 邦)は 最初 か ら支分 国 で な く,当 初 は主権 を もつ国 家 と して

存在 し,二 次 的 に連 邦 を構 成 す る点 に注 目す る必要 が あ る。 この こ とと関 連 し

て,ス イ スを連 邦 国家 とみ なす 見解 につ いて は,い ささか注 意 を払 う必 要 が あ

る。 邦 訳 で は 「スイ ス連 邦 」 が一般 に通 用 して い るが,フ ラ ンス語 原 表 記 は

ConfederationSuisse,ド イ ッ語 原 表記 はSchweizerischeEidgenossensc-

haft,イ タ リア語 原 表記 はConfederazioneSvizzera(Elvetica) ,レ ト ・ロマ ン

語 原表 記 はConfederazioneHelveticaで あ り,英 訳 表記 はSwissConfedera一
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tionと な って い る。 した が って,「 ス イ ス連 邦 」で はな く 「スイ ス連 合」 と い う

訳語 を与 え る こ と も可能 で あ りr専 門家 もまた 「厳密 に は ス イス は26の カ ン ト

ンの連 合体 と言 った方 が正 しい」と述 べ,「 各 カ ン トンは主権 の一 部 を連 邦 に ゆ

だ ね る形 で,連 邦 を二 次 的 に形 成 した」 と述 べ,カ ン トンを純 粋 の支分 国 とみ

(38)
な して い ない。

(3)同盟(union,co鵬:ソ ユーズ)は,複 数 の個 人 ・団体 も し くは国 家 が,共 通

の 目的 を達 成 す るた め に,同 一 の行 動 を と る こ とを約 束 す るこ と,ま た,そ の

約 束 に よ って生 じた関係 ・組織 を い う。 国 際 政治 で は,第 三 国 か らの攻 撃 に さ

い して共 同 で対 処 す る こ とを 目的 とす る複 数 国 の結 合 が あ り,歴 史 上古 くか ら

存 在 した。 第三 国 を共 同 で攻 撃 す る ことを 目的 とす る もの もあ った。 ソ連 の国

名 の な か にあ るCo鵬 は,当 初,共 通 の 目的 と して の社 会 主義 ・共産 主義 の建

設 を,諸 ソヴ ェ ト共和 国 の結 合 した力 で遂 行 す るた め に,対 等 ・平 等 で あ る複

数 のt"権 ソヴ ェ ト共 和 国 が 同盟 を結 ぶ,と い う含 意 が あ った。

さて,「 同 盟」 と 「連邦 」 と 「連 合」 の関 係 に は,厄 介 な問題 が存 在 す る。 ま

ず ヂ同盟 」 と 「連 合 」で あ るが,学 問 的定 義 か ら判断 す るか ぎ り,内 容 に相 違

はな く,同 義 だ とみ な され る。 しか し,こ れ に は異 論 もあ る。 「同盟 」 は,「 連

合 」 に も 「連 邦 」 に も帰 着 す る過 渡 的範 賭 で あ る,と い う解 釈 が それ で あ る。

ご く最 近 の事例 で あ るが,1993年11月 に発 足 したEuropeanUnionを め く・る

問題 が それ で あ る。 周 知 の よ うに,EuropeanUnionの 邦訳 には 「ヨー ロ ッパ

(欧州)同 盟」 と1ヨ ー ロ ッパ(欧 州)連 合 」の二 つ が あ る。 ヨー ロ ッパ統 合 問題

に 関す る第0人 者 の清 水 貞俊 教授 は,ヨ ー ロ ッパ の統 合途 上 に現 れ る国 家結 合

形 態 と して のUnionとFederationに つ い て,二 っ の 見解zす な わ ち 「Union

とFederationと は同義 語 」 とす る見解,お よ び 「Unionに は連 邦 的(federal)

なUnionと 連 合 的(confederal)なUnionと が あ る」 とす る見解 を紹 介 して い

る。清 水教 授 自身 は,Unionに 同盟 とい う訳 語 を与 え,そ れ を過 渡 的 範 躊 と考

え,EuropeanUnionは,「 連 邦 へ 向か うこ とを意 図 したUnion」 で あ る,と 理

(3g}

解 して い る。

(4)宗主国 一従 属 国。あ る国 が他 国 の 内政 ・外 交 を管 理 す る権 利(宗 主権)を も
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つ場 合,前 者 を宗 主 国,後 者 を従 属 国 とい う。(5)保 護 国 一被 保 護 国。保 護 関係

設 定 条約 に も とつ い て,一 国 が他 国 の 主権 の一 部 を行使 す る場 合 に,前 者 を保

護 国,後 者 を被保 護 国 とい う。 従 属 関係 の事 項 ・程 度 ・様 式 は,条 約 に よ り,

一 律 で は ない。被 保 護 国 は半 主権 国家 で あ り,内 政 お よ び外 交 につ いて 干渉 ・

制 限 を受 け る。 例 と して は,ス ペ イ ンと フ ラ ンスの 共同保 護 下 の ア ン ドラが あ

る。(4)お よび(5)の事 例 は,古 典 的 帝 国 主義 の時代 に,ア ジア ・ア フ リカ に数 多

く存 在 した。

次 に ソ連 邦 の生成 と展 開 につ い て,簡 単に考察 して み たい。1917年10月,首

都 ペ トロ グ ラー ドで ソヴ ェ ト権 力 が臨 時政 府 を打倒 す る と,国 家 権 力 の空 白 と

い う状 況 が生 じた。 革命 の波 は旧 ロ シア帝 国 の全 土 に波 及 し,モ ス クワ,ミ ン

ス ク,キ エ フ,リ ガ,ビ リニ ュス,ザ カ フカ ー ス,中 央 ア ジ ア(ト ルケスタン)

な どに,多 くの民 族 政権 が榿拉 され た。 しか し,そ れ らの政 権 は,ソ ヴ ェ ト支

持 勢 力 に よ って徐 々 に淘 汰 ・整 理 され,1919年3月 の 時 点 で は,ロ シ ア ・ソ

ヴ ェ ト共和 国 の ほか に,ウ ク ライ ナ,ラ トヴ ィア,リ トアニ ア,ベ ロル シア な

どの ソヴ ェ ト共和 国 が存 在 した。1920年4月 に は ア ゼル バ イ ジ ャ ン,20年11

月 に は アル メニ ア,21年2月 に は グル ジア に ソヴ ェ ト共 和国 が成 立 した。

外 国 の軍 事 干 渉 と国 内戦 の時 期(1918-21),旧 ロ シア帝 国 内 の上 記 の諸 政

権 ・諸 国 家 の地位,と りわ け民 族 地域 の地位 は,国 内的 に も国 際 的 に も未 確 定
(40)

で あ った。当時 ウ ク ライ ナ は,ブ レス トーリ トフス クで の ドイ ツ との講 和交 渉 に

独 立の共和 国 と して参 加 して お り,ベ ロル シア は ドイ ツお よび ポ ー ラ ン ドと講

和 交渉 を行 い,ザ カ フカ ー スの諸 共和 国(ア ゼルバイジャン,ア ルメニア,グ ルジ

ア)は,隣 接 す る トル コ と条 約 を結 ん だ。

1918年7月 の第5回 全 ロ シア ・ソ ヴ ェ ト大 会 で 採 択 され た 十月 革 命 後 の最

初 の憲 法 「ロ シア社 会 主 義連 邦 ソ ヴ ェ ト共和 国 憲法 」の第11条 は,旧 ロ シアの

民 族地 域 に つ いて次 の よ うに規 定 して い る。 「特 別 の風 習 と民 族 構 成 を特 徴 と

す る州 の諸 ソヴ ェ トは,n治 州 同 盟 に統 合 され る ことが で き る。 自治 州 同盟i

お よ び今後 州 的 な統 合 体 一 般 に組 織 さ れ る こ との あ るあ らゆ る地 域 は,州 ソ

ヴ ェ ト大 会 と,そ の執行 機 関 に よ って代表 され る。 この 自治州 同盟 は,連 邦 を
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(41)

原理 と してaロ シア社 会 主義 連 邦 ソヴ ェ ト共和 国 に加 入 す る」 。

上 記 の ロ シア社 会 主義 連 邦 ソヴ ェ ト共 和国(Pocc雌cKaHGo脳a川cTHqecK朋

Φe1エepa四BIIaHCoBeTcKaHPecny6nHKa)の 最 高権 力機 関 は,全 ロ シア ・ソ ヴェ

ト大 会(大 会の休会中は全 ロシァ中央執行委員会)で あ り,こ こに連 邦 を構 成 す る

各 共和 国 の代 議 員が参 加 した。1922年12月 に,ロ シ ア,ウ ク ライ ナ,ザ カ フ

カ ・一ス,ベ ロル シアの 四 つ の ソヴ ェ ト共和 国 に よ って,ソ ヴ ェ ト社 会 主義共 和

国 のCOIo3が 結 成 され た。Co鵬 を構 成 す る共 和 国 の数 は次 第 に増 加 し,最 終 的

に は15に の ぼ った。 ソヴ ェ ト国家 の歴 史 は,COIo3を 構 成 す る共和 国 の増加 の

歴 史 とみて もよ い。

ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国Gom3の 成 立は,順 調 に進 行 したの で は な い。1922

年 当時,ロ シア共産 党 内 に は,複 数 の ソヴ ェ ト共 和 国 の結 合 形態 を め ぐって,

す る どい意 見 の対 、γが あ った。 国 家連 合 も しくは国 家 同盟 をt'張 す る レーニ ン

派 と,連 邦 制 を セ張 す るス ター リン派 との対 立が それ で あ る。

ス ター一リン(1879・-1953)の 連 邦 案 は,次 の六 っ の原 則 か らな って いた。① ロ

シア社 会 主義連 邦 ソ ヴ ェ ト共 和 国,ウ ク ライナ社 会 主義 ソ ヴェ ト共 和 国,ザ カ

フ カ ー ス社 会 セ義連 邦 ソ ヴ ェ ト共 和 国}ベ ロル シ ア社 会1義 ソ ヴ ェ ト共 和 国

を,ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共 和国Co鵬 に統 合 す る。社 会 主 義共 和 国 で な く,人 民 ソ

ヴ ェ ト共和 国 で あ る中 央 ア ジア の ホ レズム と ブハ ラは,統 合 の枠 外 にお く。②

Co田3か らrl由 に脱 退 す る権 利 を 各共 和 国 が留 保 した うえ で,各 共和 国 の 自由

意志 お よび同 権 の原 則 を,こ の統 合 の基 礎 とす る。 ③ 全Co鵬 、γ法機 関 お よ び

執 行 機 関 を設 置 す る。④ 各 共和 国 の陸 海7_._Yf交通,外 務,外 国 貿 易,郵 便 電 信

の各 人民 委 員部 を合 同 す る。 ⑤ 各共 和 国 の財 務,食 糧,国 民 経 済,労 働 労 農

監 督 の各 人 民委 員部 は,COIo3の 当該 人民 委 員部 の指 令 に服 す る。 ⑥ 各 共 和 国

の その他 の人民 委 員部 は,独 立で あ る。

この案 文 か らは判 然 と しな いが,ス ター リン案 には,ロ シア以外 の諸 共 和 国

の中枢 的国 家 ・行 政機 構 を,ロ シ ア社 会 ↑義 連邦 ソヴ ェ ト共和 国 の 当該 国 家 ・

行 政 機 構 に併 合 す る と い う意 図 が っ らぬ いて い た。 す なわ ちT② のCo鵬 か ら

の 共和 国 の脱 退 権,各 共和 国 の 同権 は,紙 のhの もの にす ぎず,④ の各 人民 委



5G商 経 論 叢 第34巻 第4号

員 部 の 「合 同」 は,実 質 的 に は ロ シア共和 国 の 当該 委員 部 へ の吸収 合 併,ロ シ

ア以 外 の各 共 和国 の当該 委 員部 の廃 止 を意 味 して い た。

当時,ウ ク ライ ナ共和 国 とロ シア共和 国 との 間 に は さ まざ ま な軋 礫 が あ り,

ウ ク ライ ナ は,ロ シアの 中央集 権 的 な越 権 行為,同 盟条 約 違 反,主 権 侵 害 に た

び たび抗 議 して い た。 さ らに同 じ時 期 にザ カ フカー スに は 「グル ジア問題 」 と

よ ばれ る事件 が発 生 して い た。 ス ター リンは,オ ル ジ ョニキ ーゼ(18861937)

らと組 ん で,グ ル ジア ・アル メニ ア ・アゼル バ イ ジ ャ ンの3共 和 国 を 「自治 共

和 国化 」 して,ザ カ フカ ー ス社 会 主 義連 邦 ソヴ ェ ト共和 国 を結成 させ,こ の ザ

カ フカ ー ス共 和 国 を ソヴ ェ ト社 会 主義 共和 国cOlo3に 加 盟 させ ると い う方 針 を

強行 しよ う と して いた。 グル ジアff;産党 中央委 員会 は,ス ター リンの提 唱 す る

「自治 共和 国 化 」に反対 で あ り,ベ ロル シア共産 党 も ウク ライ ナ共産 党 も反 対 で

あ った。 しか し,オ ル ジ ョニキ ー ゼの影 響 下 にあ った アゼ ルバ イ ジ ャンお よ び

ア ル メニ アの共 産党 は,ス ター リン案 に賛 成 で あ った。

病 床 に あ った レーニ ン(1870-1924)は,「 グル ジア問題 」の なか に民族 問題 の

本質 を みて と り,1922年12月30-一 一31日 に,後 に 『遺 言』 とよ ばれ る 「少 数 民

族 の 問題 また はK治 共 和 国化"の 問題 に よせ て」 を書 き残 して い る。 ま さに

この12月30日 は,第1回 全Com3ソ ヴ ェ ト大 会 が招 集 され て,ス ター リンの

方針 に もとつ く ゼソ ヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国Cob3の 形 成 に関 す る宣言 お よ び条
(42)

約 」 が採択 され,ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国COIo3が 発 足 した 日で もあ った。

「私 は,悪 名 高 い 自治共 和 国 化 の 問題一 公式 に は ソ ヴ ェ ト社 会 主 義 共和 国

COIo3の 問 題 と よば れ て い るよ うで あ るが に 十分 力 つ よ く,ま た 十分 す る

ど く関 与 しな か った点 で,ロ シアの労働 者 に対 して大 きな罪 を おか した よ うに

思 う。 … … ス ター リ ンの性 急 なや り方 と行 政 者 的熱 中が,さ らに"社 会 民族 主

義 者"に 対 す る彼 の憎 しみ が,致 命 的 な役 割 を演 じた もの と思 われ る。 総 じて

憎 しみ は,政 治 で は,通 常,最 悪 の役 割 を はたす もので あ る。… …私 はすで にT

民 族 問題 を論 じた私 の い ろい ろな著 作 のな かで,民 族 主義 一 般 の問題 を抽象 的

に提 起 して もなん の役 に もた たな い,と 書い た。 抑 圧民 族 の民族 主義 と被抑 圧

民 族 の民 族 主義,大 民族 の民 族 主義 と小 民 族 の民 族 主義 とを区 別 す る必要 が あ
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る。 ……抑 圧 民 族 に と って の国 際主 義 とは,諸 民 族 の形 式 的平 等 を守 るだ けで

な く,生 活 の うち に現 実 に生 じて い る不平 等 に対 す る抑 圧 民 族 の,大 民 族 の償

い とな るよ うな,不 平 等 を忍 ぶ こ とで な けれ ば な らな い。 この こ とを理 解 しな

か った もの は,民 族 問題 に対 す る真 に プ ロ レタ リア的 な態 度 を理 解 せ ず,実 は

小 ブル ジ ョア的 見地 に と どま って い るので あ り,し た が って,た えず ブル ジ ョ

ア的 見地 に転 落 せ ざ るを え な いの で あ る。 プ ロ レタ リア に とって重要 で あ るば

か りか,ぜ ひ と も必 要 な こと は,プ ロ レタ リア階 級 闘 争 に対 す るHaUHOHa∬ ロ

(異民族)の 最 大 限 の信 頼 を確保 す る こ とで あ る。 そ の ため に は何 が必 要 か。 そ

の た あ に は,歴 史 上 の過 去 に異民 族 が"強 大"民 族 の政 府 か ら こ うむ った 不信,

疑 惑,侮 辱 を,異 民 族 に対 す るそ の態度 によ りなん とか して 償 う ことが必要 で
(43)

あ る」。

ス ター リ ンは1923年4月 の第12回 党 大 会 にお け る民族 問題 に関 す る報 告 の

な か で,病 床 の レーニ ンの 上記 『遺 言』 を批 判 して,次 の よ うに述 べ た。 「xa-

HmHa脚(異 民族)を 侮 辱 して はな らな い,と わ れわ れ に い う人が い る。それ は

ま った く正 しい。私 は それ に賛 成 で あ る。一 彼 らを侮 辱 す る に はお よぼ な い。

しか しiそ の こ とか ら,大 ロ シア人 プ ロ レタ リア ー トを,か つ ての被 抑 圧民 族

との関係 で,不 平 等 な地位 におか な けれ ば な らな い とい うよ うな新 しい理論 を

つ くりだす こ と,そ れ はば か げ た こ とを語 る こ とにな る。 同志 レーニ ンに あ っ

て は,そ の有 名 な論 文 にお いて 言葉 の あや で あ る もの を,ブ ハ ー リンはま る ご

(44)

とス ロ ーガ ンに変 え て しま った」 。

ソヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国COB3は 発 足 したが,問 題 が す べ て解決 した上 で の

発 足 で はな か った。各 ソ ヴェ ト共 和 国 の結 合形 態 を め ぐって,し たが ってCOIo3

の在 り方 を め ぐ って,論 争 はつづ いた。1923年6月,民 族 問題 に関 す る共産 党

の活動 家 会 議 で,ソ ヴ ェ ト国 家 の結 合 形 態 に関 して,KOHΦe肥pa叩H(連 合)を

主 張 す る ウ ク ライナ共 和 国人 民 委 員 会議 議 長 ラ コ フ ス キ ー(1$73-一一1941)と,

Φe配paHHH(連 邦)を 主 張 す る ス ター リンの間 で激 しい論争 が あ った。

ス ター リ ンは 「若 干 の ウク ライ ナ の同志 た ち の この固執 ぶ り[ウ ク ライ ナ に

外 務人 民 委 員部 と外 国 貿 易人 民 委 員部 を設 置 す る とい う主 張]の な か に,GOH}3



52商 経 論 叢i第34巻 第4号

の 性 格 規 定 の 点 で,KoHΦe且epa11HHと Φe配paHHHの あ い だ の,KoHΦ 釦epaHHH

の 側 に 傾 い た な に か 中 問 的 な もの を 獲 得 し よ う とす る願 望 を み る の で あ る。と

こ ろ が 明 らか に,わ れ わ れ は,諸 共 和 国 のKOHΦe皿epaHHHで な く,Φe皿epaUHH

を,軍 事 ・外 交 ・外 国 貿 易 そ の 他 の 業 務 を 統 合 す る 単一 のCOIo3国 家 を,そ の 存

(45)

在 が 個 々の共 和 国 の 主権 を縮 小 しな い国 家 を,創 出す るで あ ろ う」。

「も しCo鵬 の構 成 の なか に外 務 人民 委 員 部,外 国貿 易人民 委 員 部 その他 が あ

り,同 時 に これ らの人 民 委 員 部 す べ て がCoxの 構 成 に入 る諸 共和 国 に もあ る

とす れ ば,単 一 国家 と して のCoH〕3全 体 の行 動 は,外 部 世 界 の 前で は,明 らか に

姿 を消 して しま う。 なぜ な らば,わ れ わ れが これ らの機 構 を統 合 し,外 敵 の面

前 に,単 一 のCo鵬 と して登 場 す るか,そ れ と も,わ れ われ が これ らの機 構 を統

合 せず,Com3iIミ 隊 で は な くて,諸 共和 国 の寄 せ 集め をっ く りだ し,そ して各 共

和 国 は独 自の並 行 的機 構 を もっべ きな のか,二 つ に一つ で あ る」 と述 べ て,ス

ター リンは,自 分 の代 弁 者 マ ヌ イ リスキー(1883--199)の ・r場が 正 しく,ウ ク

ライ ナの ラ コ フ スキ ーや スクル イプ ニ ク(1872-1933)の 見解 は正 し くな い,と

く　 ラ

断 言 した の で あ る。

ス タ ー一 リ ンは,こ の 演 説 で<COIo3>と か 〈Co田3国 家 〉 を用 い て い る が,こ

れ は 明 らか に 欺 隔 で あ る。 も と も と 〈co朋 〉 は<KOHΦe聡paHHH>と 同 義 か

そ れ に近 い概 念 で あ り,レ ー ニ ン も ま た そ う した 意 味 でCO鵬 を 使 用 して い た。

と こ ろ が ス タ ー リ ンは,<cO田3>を<Φe且epaHHH>と 同 義 で あ る か の よ う に

使 用 した の で あ る。 後 に森r敏 男教 授 が 明 らか に した よ う に,当 時 の ソ連 の 国

法 学 に は,<colo3>,〈KoHΦe鵬palm月 〉,〈 Φe皿epaHM兄 〉 の理 解 に お い て

(47)

混 乱 が あ っ た。 しか しな が ら,ラ コ フ スキ ー 対 マ ヌ イ リス キ ー論 争 を つ う じて,

少 な く と も<KOHΦe丑epaIエHH>と<Φe且epaUHH>の 相 違 は,明 確 に な っ て い

た の で あ る。

ロ シ ア語 のCO鵬 は 「結 合,結 束,結 社 」 を 意 味 す る普 通 名 詞 で あ る。 で は ソ

連 の 国 名 の な か の ロ シ ア語 表 記 の 最 初 に で て く るCOB3の 訳 語 は,同 盟 ・連

合 ・連 邦 の う ち,い ず れ が 適 切 で あ ろ うか 。 日本 に お け る ソ ヴ ェ ト法(社 会 議

法)研 究 の 先 達 の 山 之 内 一 郎(1896--1959)は,第 二 次 大 戦 後 の研 究 に お い て,
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Co玲3の 訳 語 に 「同盟 」を あて た。彼 は,連 邦 お よび連 合 を退 け,な ぜ 同盟 を採

用 した の か。 国 家 の同 盟 とは何 か。 山之 内教 授 は,社 会 主義 ・共 産 主 義 の実 現

の ため に共 同 で対 処 す る こ とを 目的 とす る複 数 国 の結 束 ・結 合 と して,ソ ヴ ェ

トの国 家 形 態 を把握 して,「 同盟」 とい う訳語 を選 択 した の で あ ろ う。

最 近 で は ロ シア ・ソ連 史 の専 門 家 和 田春 樹 教 授 や 石井 規 衛教 授 は}Co鵬 の

訳語 と して 「連 合 」 を使 用 して い る。 た だ し両 教授 と も,ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共

和 国連 合 の略称 と して 「ソ連 邦 」 を使 用 してお り,記 述 に混 乱 が あ り,読 者 を

(48)

惑 わ せ る。論 旨か らい って 「ソ連 合 」「ソ連 」 と表 記 すべ きで あ ろ う。 わ れ わ れ

と して は,Co鵬 の 訳語 と して 「連 合」 も可能 で あ る,と 考 え る。最近 の例 と し

て,〈EuropeanUnion==ヨ ー ロ ・ソバ 連 合 〉が あ る。 す で に 述 べ た よ う に,

Φe鵬paUHHの 定 訳 が 「連邦 」で あ る とす るな らば,「 連 邦 」をCo鵬 の 訳語 に あ

て る ことは不適 切で あ る。

レーニ ンが1922年 に,新 生 ソヴ ェ ト国家 の名 称 を 「ヨー ロ ッパ とア ジアの ソ

ヴェ ト共和 国 のCo鶏 」あ る い は 「社 会tソ ヴェ ト共和 国 のCOK〕3」 と提 起 し

た と きの含 意 は何 か。 われ わ れ は,レ ーニ ンの 意志 を よ り正 し く反 映 して い る

訳 語 と して,山 之 内教 授 の 「同盟」 を 支持 した い。 しか し,不 幸な こ とに,「 ソ

ヴェ ト社 会 主義 共 和国 同盟」を対等,同 権 で構 成 す る はず の15の 共 和 国 は,独

11.の室権 国 家 とは いえ ず,単 な る15の 支分国 にす ぎな か った。 ド諸 ソ ヴェ ト共

和 国 の 同 盟」は,歴 史 の なか で実 際 に は,「 諸 ソヴ ェ ト共和 国 の連 邦 」 とい う国

家結 合 形 態 と して存続 し,消 滅 した ので あ る。 本家 本 元 の ソ連 でCo沿3は,ス

ター一 リン時 代初 期 に,「 同盟 」で はな く 「連 邦 」 に変 質 して しま った。 した が っ

て,日 本 の ソ連 研 究者 の多 くがCo鵬 を 「連 邦 」 と邦 訳 し,ソ ヴ ェ ト社 会 主義 共

和 国 連 邦(そ の略称 の ソヴェ ト連邦 ・ソ連邦 ・ソ連)と い う訳 語 を使 用 す る に い

た った こと は,実 態 に即 した 白然 の成 り行 きで あ った と言え よ う。

た とえ連 邦 制 で あ るに して も,連 邦 を構 成 す るそ れ ぞ れ の支分 国 は,広 範 な

自治 権 を有 し,か っ連 邦 政府 の意志 決 定 に実 効 的 に参 画す る ことがで きた はず

で あ る。 と ころが ソ連 邦 の場 合,支 分 国 で あ る連 邦構 成 共 和国 の地 位 は低 く,

権 限 も限 定 され て いた。 ソ連 共 産 党最 後 の 書記 長 ゴ ルバ チ ョフ は,そ の 回想 録
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の なか で,次 の よ うに述 べ て い る。

ソ連 に は 「本 当 の意 味 で の連 邦 は これ まで なか った。 あ った の は一 元 的 な国

(49)

家 だ った」。で はなぜ,そ の よ うな こと にな ったの か。た とえ ば一例 と して,ソ

連 邦 内部 の国境 線 は どの よ うな原 則 に もとつ いて 引 か れ た の で あ ろ うか。 「か

つ て の ソ連 指導 者 は,好 き勝 手 に国境 線 を引 い た。あ る共 和国 に は領 土 を与 え,

あ る共 和 国 か らは領 土 を奪 った。 こ う した行政 区 画再 編 に あた り,… …相 互 に

"血 の
っ なが りが あ る"民 族,あ る い は近 い関係 に あ る民 族 を統 合 して共 和 国 を

つ くるの で はな か った。 む しろ,逆 だ った。 チ ェチ ェ ン ・イ ングー シ自治 共 和

国,カ バ ル ダ ・バ ル カ ル 自治 共 和 国 が そ の典型 だ。逆 に,ア ドゥイ ゲ民 族 の よ

うに一 っ の民 族 か ら構 成 されて い る に もか か わ らず,自 分 た ちの領 土を分 割 さ

れ,わ ざ わ ざ紛 争 の種 が播 か れ る よ うな こと も行 われ た。 か つ て ローマ人 が と

(50)

りいれ た原 則"分 割 し,の ち に 支配 せ よ"の 例 だ った」。

ゴ ルバ チ ョフは,ま るで野 党 の指 導 者 で あ るか の よ うに,自 分 が所 属 し,自

分 が率 い る ソ連 共 産党 の連 邦 政策 を批 判 す る。 ス ター一リ ンな ど ソ連 の 「中央権

力 は,自 信 を深 めて行 くにつ れ て,連 邦 構i成共 和 国,自 治 共和 国 か ら実 際 の権

力 を取 りあ げて い った。 最 終 的 に は,こ れ ら共 和 国 の国 家 的 自立性 を通 常 の地

方 自治 体 に与 え られ る水 準 に ま で下 げ た。残 った の は共 和 国 とい う名 前 だ け
(51)

だ った」 と。

連 邦 構成 共 和 国 や 自治 共和 国 が 「国 家 的 自立性」 を失 って い た とす れ ば,少

数 民 族 が居 住 す るそ れ よ り格 下 の 自治 州 や 自治 管 区 の 「自治 」 も形 骸 化 して い

た。 た とえ ば ソ連 に は,第2次 世界 大 戦 と関連 して,少 数 民 族 の ク リ ミア ・タ

タ ール人,ヴ ォル ガ ・ドイ ッ人,ユ ダヤ人,カ バ ル ダ人,バ ル カ ル人,イ ングー

シ人,朝 鮮 人 その他 の強 制移 住 問題 とい う負 の遺産 が あ った。 また ゴルバ チ ョ

フ時 代,ナ ゴル ノ ・カ ラバ フ 自治 州 の帰 属 を め ぐり,ア ゼルバ イ ジ ャ ン共和 国

と アル メ ニア共和 国 の間 に武 力 紛争 が発 生 して い る(こ の自治州の人口の85%は

アルメニア人だが,自 治州はアゼルバイジャン共和国 に所属 していた)。

ソ連 と い う一 元 的 な党 国家 の なか で,強 固 な独 立志 向 を終始 もちつ づ けた国

家 はバ ル ト3国 で あ り,ま さにバ ル ト3国 の独 立運 動 は,ソ 連 崩 壊 の直接 の導
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火線 とな った。 以 下,バ ル ト3国 の独立 喪 失 と独立 回 復 の過 程 につ いて考 察 す

る。

2--5バ ル ト3国 の独 立喪 失 と独 立 回 復

まず 最 初 にバ ル ト3国 に共 通 の特 徴 を述 べ て お きた い。 い ず れ も小 国 で あ

り・ エ ス トニ ア は人 口157万 人,面 積45,100平 方 キ ロ,ラ トヴ ィア は人 口268

万人,面 積fi3,700平 方 キA,リ トアニ ア は人 口369万 人,面 積65 ,200平 方 キ

ロで あ る(1989年,な お上記の人口には,ロ シア人 など他民族の定住民が含 まれてい

る)。 ち なみ に横 浜市 の 人 口 は330万 人,九 州 の総 面 積 は44 ,378平 方 キ ロで あ

る(1997年)。 バ ル ト3国 は,民 族 形 成 お よび国家 形 成 の点 で も共通 性 が あ り,

1917年 の ロ シア十月 革 命 のず っと以 前 に,す で に民族 形 成 を完 了 して お り
,ま

た リ トアニ ア は14世 紀 か ら15世 紀,中 欧 の大国 で あ った こ と もあ る。 近 代 に

いた ってバ ル ト3国 は,ド イ ッ と ロシ アに挟 まれ,不 幸 な歴 史 を経験 して きた。

エ ス トニ ア人 は,フ ィ ン語 派 に属 す るバ ル ト ・フ ィ ン諸 語 の一 っ で あ る エ ス

トニ ア語 を用 い る。 バ ル ト系 の諸族,と くに スカ ンジナ ビア人 や東 ス ラヴ人 と

の混血 が進 ん だ。 エ ス トニ ア は,13世 紀 か ら16世 紀 まで ドイ ッ騎 士 修道 会 に,

1692年 か ら1721年 まで ス ウ ェー一デ ンに,1721年 か ら1917年 まで ロ シアに,支

配 され た。1917年 の ロ シア 十月 革命 後,独 立 を宣言,20年 に独立 共 和 国 を樹

立,そ の後 親 独 政 権 が成 立 した。1940年7月,ソ 連邦 に 「加 盟 」 した。

ラ トヴ ィア人 は,バ ル ト語派 に属 す る ラ トヴ ィア語 を話 す。 現 在 の ラ トヴ ィ

ア の地 は,13世 紀 に ドイ ッ人 が征服 し,そ の後 リ トア ニ アーポ ー ラ ン ド,っ い で

ス ウ ェーデ ンの支配 を受 け,18世 紀 の北方 戦 争 と ポー ラ ン ド分 割 に よ りロ シア

領 とな った。 ロ シア{一月 革 命後 の1918年11月 に独 立 を宣 言,20年 に独 立共 和

国 ラ トヴ ィアが成 立 し,32年 に ソ連 と,39年 に ドイ ッ と不 可侵 条 約 を結 ん だ。

1940年7月,ソ 連 邦 に 「加 盟 」 した。

リ トアニ ア人 は,バ ル ト語 派 に属 す る リ トア ニ ア語 を使 用 す る。13世 紀末 に

リ トア ニ ア大 公 国 が成 立 し,14世 紀 か ら15世 紀 に はバ ル ト海 か ら黒 海 に まで

達 す る大 国 に な った。1569年 以後 ボー一ラ ン ドと同君 連 合。1795年 の第3次 ボ ー
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ラ ン ド分 割 で リ トア ニア本土 の大 部分 は ロ シア領 とな った。 第1次 世 界大 戦 中

の1915年 に ドイ ッ軍 に 占領 され たが,18年2月 に独 立 を宣言,20年 に独 立国

家 リ トアニ アが成 立 した。20年10月 に ポー ラ ン ドは ビ リニ ュス地 方 を 占領,

同 地 を 自国 に編 入 した。1940年7月,ソ 連 邦 に 「加 盟 」 した。

ゴル バ チ ョフ も述 べ て い る よ うに,「 ソヴ ェ ト連 邦 に お け るバ ル ト諸 国 の状

況 に は特 別 の もの が あ った。1939年 以 来,バ ル ト諸 国 は連 邦 に 自発 的 に加 盟 し

た の だ と説 明 され て きた。 しか し,グ ラス ノ スチ の結果Tこ れ が事 実 と は違 う

こ とを誰 もが知 る よ うに な った。 … …"連 邦加 盟"は ソ独 不 可侵 条 約秘 密 議 定

書 に もとつ いて実施 され,赤 軍 に よ る事実 上 の 占領 下 の なか で実 現 され た」 の
(52)

で あ る。

バ ル ト3国 の ソ連 邦 へ の 「加 盟 」,す なわ ち独4喪 失 は,1939年8月23日 に

モ スク ワで調 印 され た独 ソ不 可侵 条 約 の付 属 議 定書(リ トァニァの場合は,9月28

日付議定書)に 起 因す る。バ ル ト3国 の運 命 を決 め た この二 っ の 「付 属 議 定書 」

は,独 ソ両国 に よ って極 秘 とされ,ソ 連 で はペ レス トロイ カ最 末 期 まで隠 蔽 さ

れ っづ けた。

バ ル ト3国 の ソ連 邦 「加 盟 」 に関 す るペ レス トロイ カ以 前 の ソ連 の公 式 見解

は,い わ ゆ る ソ連 共 産 党 史 観 に よ って 編 纂 され た歴 史教 科 書 『ソ連 邦 の歴 史

社 会 主義 時 代』 に よ って知 る ことが で きる。 以 下,そ れ に もとつ いて 「加
(53)

盟 」 にい た る経 緯 をみ て み よ う。

バ ル ト3国 の独 立喪 失1939年8月23日,ド イ ッ と ソ連 は不 可侵 条約 お よ

び付属 議 定書 を締 結 した。9月1日,ド イ ッ軍 は ポー ラ ン ド領 土 に侵 入。 そ れ

は,8月 末 の独 ソ不 可侵条 約 の締 結 に よ って 可能 と な った。「ポー ラ ン ドへ の ヒ

トラー軍 の侵 入 は,ポ ー ラ ン ドの ブル ジ ョア ニ地 主 国家 の無 能 力 を示 した。 こ

の国 家 はす で に9月 中旬 に事 実上 存 在 しな くな った。 ドイ ツ軍 は急 速 に ソ連 邦

国 境 に進 撃 して きた。 この 当時 国境 は[ベ ロル シアの 首都]ミ ンス クの近 くを

通 って いた。 猶 予 はで きなか った」。

9月3日,英 ・仏 は ドイ ツに対 して宣 戦 を布 告 し,こ こに第2次 世界大 戦 が

始 ま った。9月17日s「 ソヴ ェ ト軍 は[ポ ー ラ ン ド]国 境 を越 え,西 ウ ク ライ ナ
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と西 ベ ロル シア を解放 しaこ れ らの地 方 の住 民 を その庇 護 下 にお い た。 西 ウ ク

ライナ と西 ベ ロル シアの解 放 は,ベ ロル シア民族 の単0の ソヴ ェ ト ・ベ ロル シ

ア国 家 へ の,ウ ク ライナ民族 の 単一 の ソヴ ェ ト ・ウ ク ライ ナ国 家 へ の民 族 的再

結 合 を保 証 す る とい う,歴 史 的正 義 を回 復 す る もの で あ った」。

9月28日,ド イ ッと ソ連 は 「友好 ・境 界条 約 お よび付 属 議定 書 」 を締 結 し

て,先 の8月23日 付 の議 定 書 を修正 し,ソ 連 の利 益範 囲 で あ る ドイ ッ占領 下 の

ポ ー ラ ン ドの ワル シ ャワ州 お よび ル ブ リン州 を ドイ ツの利 益範 囲 に,ド イ ッの

利 益 範 囲 で あ る リ トアニ ア を ソ連 の利 益 範 囲 に,変 更 す る こ とを決 め た。

9月 末 か ら10月 前 半に,ソ 連 政 府 は,「 沿 バ ル ト地 方 へ の ヒ トラー の侵 略 の

可能性 を 予防 す るた め」,エ ス トニ ア(9月28日),ラ トヴ ィア(10月5日) ,リ ト

ア ニ ア(10月10日)と あ いっ いで相 互援 助 条 約 を締 結 した。 しか し,「 ソ連 邦 と

相 互 援 助条 約 を締 結 しな が ら,こ れ らの国 の政 府 は,臼 国 の義 務 を はた そ う と

しなか った」。 「ラ トヴ ィア ・リ トアニ ア ・エ ス トニア の フ ァシ ス ト政 府 は,ソ

連 邦 との相 互 援助 条約 を乱 暴 にふみ に じり,反 ソ軍 事 ブ ロ ックを形 成 した。 同

時 に フ ァシ ス ト徒 党 は,相 互 援 助 条約 に したが って沿 バ ル ト地 方 に駐 留 す る ソ

ヴ ェ トの軍 人 に,挑 発 的攻 撃 を組 織 した。 ソ連 邦 との条 約 締結 を歓 迎 した数 百

人 の愛 国者 が逮 捕 され投 獄 され た」。

1940年6月14日}「 ソ連 邦 政府 は,リ トア ニ ア政 府 に た い して,リ トア ニ ア

の フ ァシ ス トの挑 発 的 な反 ソ行 動 は今 日 もはや容 認 す る こ とはで きな いむ ね声

明 した。 ソ連邦 は,反 ソ挑 発 の犯 人 を裁 判 にか け,ソ 連 邦 との相 互援 助 条約 を

誠 実 に遵 守 す る政 府 を 即 時 樹 立 し,条 約 の 保 証 と挑 発 的 行 動 防 止 の た め の ソ

ヴ ェ ト軍 部隊 の リ トア ニ ア領 土 内 の 自由通 過 を保 証 す る よ う要求 した」。6月

16日,「 同 様 の声 明 が ラ トヴ ィアお よび エ ス トニ アの政 府 に手交 され た。 リ ト

アニ ア と エ ス トニ アの政府 は,ソ 連 邦 の提 出 した条 件 を受 けい れ る と回 答 せ ざ

るをえ な か った。 しか し,沿 バ ル ト諸 国政 府 の反 ソ政 策 はっつ いた」。

6月17日,「 リ トア ニ ア に パ レッキ スを 首班 とす る人民 政 府 樹1yr」。6月20

日・ 「キ ル ヘ ン シテ イ ンに 率 い られ た ラ トヴ ィ ア人 民 政 府 樹 、刀 。6月21日 ,

「ヴ ァ レスを 首班 とす る エ ス トニ ア人民 政 府 樹 、刀 。7月14-15日 ,リ トア ニ
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ア,ラ トヴ ィア の人民 議 会 お よび エ ス トニ ア国会 の選挙 が行 わ れ,共 産 党 の率

い る 「勤 労 人民 同盟 」 の候補 者 が勝 利 をお さめ た。7月21日,ラ トヴ ィア人 民

議 会,リ トアニ ア人 民議 会,エ ス トニ ア国 会 は,沿 バ ル ト地方 に お け る 「ソヴ ェ

ト権 力 の復 活 を 宣 言」 し,ラ トヴ ィア ・ソ ヴ ェ ト社 会 主 義 共 和 国,リ トア ニ

ア ・ソヴ ェ ト社 会 主義 共和 国,エ ス トニ ア ・ソ ヴェ ト社 会 主義 共和 国 の ソ連 邦

加 盟 を決 議 した。8月 初 め,「 ソ連 邦最 高 ソヴ ェ ト第7回 会 期 は,バ ル ト3国 と

モル ダヴ ィア ・ソヴ ェ ト社会 主義 共和 国 の ソ連 邦 へ の加 盟 を承 認 」 した。

以 上 が ソ連 側 か らみ た,バ ル ト3国 の ソ連加 盟 の経緯 で あ る。 しか し,バ ル

ト3国 の ソ連 へ の 「加 盟 」 は,ス ター リンの ソ連 と ヒ トラー一の ドイ ッの 間で 結

ばれ て い た秘密 議 定書 に発 す る もので あ った。 バ ル ト3国 の運 命 を決 め た秘 密

議定 書 とは,独 ソ不可 侵 条約 付 属 議定 書(リ トァニアの場合は9月28日 付議定書)

の ことで あ る。 極 秘 とされ た付属 議 定 書の原 本 は,ド イ ッ ・ソ連 の双 方 が保 管

した。 ドイ ッ外 務 省 が保 管 す る議 定書 の マ イ ク ロ フ ィル ムは,1945年 廃 棄処 分
(54}

寸前 に,連 合 国側 に 引 き渡 され た。 そ の とき原 本 はす で に失 われ て いた。

1948年 に ア メ リカ国務 省 は,『 ナ チーソ ヴェ ト関 係1939-1941年 』の英語 版

と,ド イ ッ語 版 を公刊 し,は じめて付 属 議 定書 が公 開 され た。 他 方 ソ連 は,付

属 議 定 書 の存 在 を否定 しっ づ け,外 交 資料 館 に も共 産党 文 書館 に も原本 は存 在

しな い と主 張 した。ア メ リカ国務 省 の発 表 にた い して,ソ 連 当局 は,「 国務 省 の

文書 集 に収 め られて い る議 定書 の モ ロ トフの署名 は ラテ ン文 字表 記 で あ るが,

モ ロ トフは キ リール文 字(ロ シァ文字)を 使 って い た ので,本 人 の署名 で はな い,

したが って議定 書 は偽 物 で あ る」 と反論 した。 しか し当 時,政 府 ・共 産党 の高

官 を除 く一 般 の ソ=連市 民 は,議 定 書 お よ び議 定 書 を め ぐる米 ソ間 の論争 の存 在

そ の もの を,ま った く知 らな か った。

1985年 に ゴルバ チ ョフが ソ連 共 産 党 書 記 長 に就 任 し}86年 に ペ レス トロイ

カに着手 して,グ ラス ノ スチ(情 報公開)を 全 面 に押 しだ した と き,バ ル ト3国

の独 立運 動 は,新 しい局面 を迎 え た。 独 ソ秘 密 議 定書 を 中心 に展 開 す るバ ル ト

(55)

3国 の独 立へ の歩 み は,以 下 の とお りで あ る。

バ ル ト3国 の独 立 回復1987年8月23日,7,000人 の ラ トヴ ィア市民 は,首
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都 リガの 「自由 の記 念碑 」1918年 の ラ トヴ ィア の独立 を記 念 して1935年

に建設 のあ る広 場 に集 ま り,「 バ ル ト諸 国 の運 命 を決 した秘 密 議 定 書 を公

表 し,大 量 国 外追 放 の処分 を受 け たバ ル ト諸 国 の ひ とび と の正 義 を回復 せ よ」

と要求 した。 リ トアニ アの首 都 ビ リニ ュス,エ ス トニ アの 首都 タ リンで も同 様

の集会 が行 わ れ た。11月18日,1918年 の この 日 ラ トヴ ィアが 独 立 を宣 言 した

こ とを 記念 して 「民 族 の祝 日」 とす る集 会 とデ モが行 わ れ たが,当 局 は デ モを

解 散 させ た。

1988年2月16日,リ トア ニ アの 「独立70周 年 」 に あた る この 日,ビ リニ ュ

スで集 会 とデ モが行 わ れ た。8月1p-11日,エ ス トニ ア語 の 日刊紙 『国 民 の 声』

は,独 ソ不 可侵条 約 と付属 議 定 書 の コ ピー を掲 載 した。8月23日,リ トアニ ア

の ビ リニ ュ スで25万 人集 会 が 行 われ,独 立国 家 時代 の最 後 の 外相 ユ オ ザ ス ・

ウ ル ブ シ スの メ ッセ ー・ジ 「1939年10月 の ソ連 と の相 互 援 助 条 約 の締 結 は ス

ター リンの強圧 に よ る もので あ った」が紹 介 され た。エ ス トニ アの タ リンで は,

「ス ター リ ンの政 策 とエ ス トニ ア」 とい うテ ー マで 歴 史 家 と市民 との対 話 集 会

が 開 かれaソ 連 の歴 史家 ア フ ァナ シエ フ は,次 の よ うな報 告 を した。「西側 の ど

ん な学 校 の生 徒 も知 って い る議 定 書の存 在 を,わ れ われ は まだ否 定 しっ づ け て

い る。 グラ ス ノスチ に もか か わ らず,国 立 文 書館 の多 くの文 書が学 者 に公 開 さ

れ て いな い」。バ ル ト3国 が 自発 的 に ソ連 に加 盟 した とい う ソ連 側 の主張 は 「ま

じめで はな い」。 「バ ル ト3国 の ソ連 併 合 問題 は独 ソ議 定 書 に よ る もの で あ る」。

9月28日,リ トア ニ アで サ ユデ ィスの1万 人 集 会 が開 か れ,1939年 の この

日に締 結 され た独 ソ友 好 ・境 界条 約 の秘 密議 定 書 に よ って リ トアニ アは ソ連 に

併 合 され た こ とが 確認 され た。10月1日,エ ス トニ ア人 民 戦線 創 立 大 会 開催 。

同 月,ラ トヴ ィア人民 戦線 と リ トア ニ ア 「サ ユ デ ィス」が創 立。11月16日,エ

ス トニ ア最 高 会議 は,共 和 国 憲 法 の改 正 と主権 宣 言 を 可決 した。11月18日 ,ソ

連 最 高 ソヴ ェ ト幹部 会 は,エ ス トニ アの決 定 が違 憲 で あ り,無 効 で あ る との幹

部 会 令 を採 択 した。

1989年3月,エ ス トニ ア人民 戦 線 は,選 挙 公 約 共 和 国 最 高 会議 の 主権 宣

言 の実 現,所 有 関 係 の抜 本 的 改革,大 衆運 動 を基 盤 とす る新 しい権 力機 構 の設
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立 を公 表 した。2月16日,リ トア ニアの サ ユ デ ィスの大 会 は,「 ドイ ッ と ソ

連 は,1939-40年,力 と陰謀 に よ って リ トアニ アを併 合 した が,リ トア ニア の

独立 は依然 と して国 際 的 に承 認 され てお り,現 在 で も効 力 を有 して い る。 サ ユ

デ ィスの 目標 は主権 国 家 の再 建 で あ る」 と宣 言 した。

3月28日,ソ 連 共 産 党 中央 委 員 会国 際 問題 委 員 会 は,独 ソ不 可侵 条 約 問題 を

審 議 し,公 文 書 の科学 的調 査 を行 うこ とを決 定 した。5月13-14日,ラ トヴ ィ

ア,エ ス トニ アの 人民 戦線 リ トアニ ア のサ ユ デ ィ スは タ リンで合 同集 会 を 開

き,「 バ ル ト3国 が1940年 に ソ連 に編 入 され た の は独 ソ秘 密議 定 書 によ る もの

でi3国 が 自 ら希 望 した もので な い こ とを,モ ス ク ワの指 導 部 に確 認 させ るこ

と,貿 易 ・通 貨 ・計 画 化 な ど経 済面 で の完 全 独 立 を要求 す る こと」を 決定 し,

ソ連 人民 代議 員 大 会 に お いて バ ル ト ・グル ー プ と して共 同行 動 を す る ことで 合

意 した。

5月18日,リ トア ニ ア最 高 会議 は,共 和 国憲 法 の 改正 と主権 宣言 を採択 し,

独 ソ秘 密議 定 書 の無効 宣 言 を ソ連 人民代 議 員 大 会 お よ び ソ連 政 府 に要 求 す る こ

とを決 定 した。 同 日,エ ス トニ ア最 高 会議 もモ ロ トフ ー)ッ ベ ン トロ ップ秘 密

議 定 書 に関 す る決 議 を採 択 した。5月25日,ソ 連 ・ポー ラ ン ド史 共同 調査 委 員

会 の共 同論 文 「第2次 世界 大戦 の 前夜 と起 源 」 が 同 目の 『プ ラ ウ ダ』 紙 に掲 載

され,独 ソ不 可侵 条約 が,事 実上 フ ァシズ ムを許 容 し,レ ーニ ン主義 的 原則 を

ふ み に じり,国 際 労働 運 動 に打撃 を与 え た こ と,そ の付 属議 定 書 は原 本 が みっ

か って い な いが 「両 国 の利 益 範 囲 に関 す る協定 が何 らか の形 で合 意 され た と結

論 す る根 拠 が あ る」 と述 べ た。

5月31日,リ トアニ アの ブ ラザ ウ ス カ スは,第1回 ソ連 人民 代議 員 大会(5

月25日 一6月9H)に お いて,次 の よ うに発 言 した。 「1939年 の独 ソ条 約 とその

秘 密議 定 書 に よ って,当 時独1国 で あ った リ トアニ ア,エ ス トニ ア,ラ トヴ ィ

ア の運 命 が決 ま って しま った。 … … これ らの国 際的 文書 にっ いて,政 府 の公式

の説 明 が必 要 で あ る」。エ ス トニ アの リー ブマ ー は,独 ソ秘 密 議定 書 の再 調査 を

求 め,特 別委 員 会 の設 置 を提 案 し,ラ トヴ ィアの代 議 員 も これ を支持 した。6月

1日,人 民 代 議 員 大 会 は,ヤ コブ レフを長 とす る 「ソ独 不 可侵 条約 政 治 的法 的評
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価委 員 会」 の設 置 を決 定 した。8月18日,ヤ コブ レフ委員 長 は 『プ ラ ウダ』紙

との イ ンタ ビューで,「 ソ独 不 可侵 条 約 の議 定 書 の原 本 はみ っ か って い な いが,

そ れ が存 在 した ことは間違 い な い」 と述 べ た。

8月22日,リ トア ニ ア最 高 会議 の独 ソ不 可侵条 約 検討 委 員 会 は,「 リ トア ニ

ア人 民 議会 の1940年7月 の ソ連 加盟 決 議 は不 法 かっ 無効 」 との結論 を答 申 し,

最 高 会議 は これ を承 認 ・採 択 した。8月23日,独 ソ不可 侵 条 約締 結50周 年 に

あ た り,バ ル ト3国 の200万 以 上 の市民 が参 加 し,長 さ600キ ロの人 間 の鎖 が

っ くられ た。「独 立,主 権 の回復 」が合 言葉 で あ った。当 時 バ ル ト3国 の総 人 口

は770万 人 で あ った こ とを考慮 す ると,お どろ くべ き参 加 者 数 で あ る。8月27

日,ソ 連 共産 党 中 央委 員 会 は 「ソヴェ ト沿 バ ル ト諸共 和 国 に お け る情 勢 につ い

て」を発表 し,「23日 の デ モの組織 者 はu破 壊 的 で反 ソ的 な"民 族 主義 勢 力 で あ

り,ソ 連 へ の敵 意 を あ お り,民 族 間 の緊 張 を招 いて い る」 と警 告 した。

12月23日,第2回 ソ連 人 民代 議 員 大会(12--24日)で,ソ 独 不 可侵 条約 政 治

的法 的 評価 委 員 会 の報 告 が な され た。 同報 告 は,ソ 独 付属 議 定 書 の 「違 法」 お

よ び 「対 外 政策 の レー ニ ン主 義 的原 則 か らの逸脱 」 を指摘 した。

1990年1月11日,ゴ ル バ チ ョフ大 統 領 は リ トア ニ アを訪 問 し,連 邦離 脱 お

よ び独 立の 見 直 しを説 得 した。3月12日,リ トア ニ ア と ラ トヴ ィア は独 立 宣

言。3月15日,ソ 連 最 高 ソヴ ェ トは リ トア ニア の独 立宣 言 の 「無 効 」 を決 議。

3月30日,エ ス トニ ア共 和 国 も独 立宣 言。5月14目,ソ 連 大 統領 令 で ラ トヴ ィ

アお よ び エ ス トニ アの独 立宣 言の 「無 効 」 を宣 告。7月28日,バ ル ト3国 は,

ゴルバ チ ョフの提 案 した新連 邦 条約 の締結 を拒 否 した。 ゴルバ チ ョフの新連 邦

構 想 は,一 方で バ ル ト3国 に よ って拒 否 され,他 方 で ソ連 党 国家 中央 の一 部 の

グル ー プ も断 固反 対 で あ った。 ゴル バ チ ョフ派 は,新 連 邦 条 約賛 成 派 と これ に
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反 対 の保 守 派 と に分 裂 して い た。

1991年8月19日,ソ 連党 国家 中 央 の保 守派 は,「 国 家非 常 事 態 委 員 会」 を結

成 して,新 連 邦 条 約,す なわ ち 「主 権 国家 連 邦 に関 す る条 約 」 の調 印 阻止 を 目

的 とす る クーデ タを起 こ した。 ゴルバ チ ョフ大統 領 を軟 禁 し,国 家 権 力 の掌 握

をめ ざ した が,3日 天 下 に終 わ り,ク ー デ タ は21日 失 敗 に帰 した。 この事 件 を
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契機 に,ソ 連 共産 党 と ソ連 邦 は一 挙 に崩 壊 へ の道 を歩 む こ とにな った。8月24

日,ゴ ルバ チ ョフ は,ソ 連 共 産 党 中央 委 員 会 の解 散 を勧 告 し,書 記 長辞 任 を声

明,ソ 連 共産 党 は機 能 を停 止 した。

9月6日,バ ル ト3国 の エ ス トニ ア,ラ トヴ ィア,リ トア ニ ア はつ い に独 立

を達 成 。9月9日,ソ 連 国 家 評議 会 はバ ル ト3国 の独 立を承認 した。12月8日,

エ リツ ィ ン ・ロ シア人 統 領 の主 導 の もと,ス ラ ヴ系3国(ロ シア,ウ クライナ,ベ

ラルーシ)は,ソ 連 邦 消 滅 を宣 言 し,新 た に 「独 立 国 家共 同体 」 を結 成 した。12

月21EI,バ ル ト3国 と当時 内戦 中 の グル ジア(93年 に加入)と を除 く,11の 共

和 国 の首 脳 が一 堂 に会 し,独 立国 家 共 同体(CHT)の 結 成 を改 あて宣 言 した。

これ を うけて,12月25日 に,ゴ ルバ チ ョフは ソ連 大統 領 の辞 任 を発 表。12月

26日,ソ 連 最 高 ソ ヴ ェ ト共 和 国会 議 は,ソ 連 邦 の消滅 宣 言 を採 択 した。

お わ り に

ソ連 邦 の崩壊 を ソヴ ェ ト ・社会 主義 ・共和 国 ・連 邦 の崩 壊 と して検 討 す る こ

とが 小稿 の課 題 で あ った。 この課 題 が どの程 度 はた せ たか は,読 者 の判 断 を ま

っ しか な い。未 熟 な論 稿 を読 み返 して感 じた こ とは,「 ソヴ ェ ト」を は じあ とす

る他 の三 っ の実 態 「社 会 主義 」,「共 和 国」,「連 邦」 のすべ てが重 大 な

問題 を は らん で い た ことで あ る。

経 済学 者 は,ソ 連 崩壊 の 主 な原 因 を,指 令 的計 画経 済,す なわ ち 市場 な き ソ

連 経 済 その もの に求 あ るで あ ろ う し,政 治学 者 は,ソ 連 崩 壊 の主 な原 因 を,国

家 権 力 と して非民 主 的で あ った 「ソヴ ェ ト」 にyま た国 家 結 合形 態 と して脆 弱

で あ った 「共 和 国連 邦 」 に求 め るで あ ろ う。 経 済 の不振 ・停 滞 が ソ連崩 壊 の主

な原 因 の一 っ であ った こ とは確 か で あ る。 しか し,国 家 と しての主 体性 を確 立

して い た諸 共 和 国 が あ らか じめ存 在 し,そ れ らの諸 共和 国 が 目的意 識 的 に ソ連

邦 とい う二 次 的 国家 を結成 した ので はな い,と い う側面 に も注 目せ ざ るを え な

い。 ロ シア帝 国 の版 図 を ほぼ継 承 した ソ連 は,ロ シア共 和 国 を中心 とす る ソ連

を まず 創設 しiつ い で地 方制 度 整 備 の一 環 と して,ロ シ ア共 和 国以 外 の連 邦 構

成 共 和 国 を上 か ら創 設 し支配 した ので あ る。ま さに ここ に,「 粘 土 足 の 巨人」 と
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して の ソ連 邦 の脆 さが あ った。

そ れ に して も70年 余 と い う時 間 的 余裕 を与 え られ たの で あ るか ら,「 ソヴ ェ

ト」 や 「社 会主 義 」 を育 て て,「 共和 国 同盟(連 合)」 の建 設 は無理 だ と して も,

諸共 和 国 の主 権 を尊重 した 「連 邦 国 家 」 の建 設 ぐ らいなぜ で きなか った の で あ

ろ うか,と い う疑 問 が残 る。

ソ連 崩壊 後7年 の歳 月 が流 れ た。現在,旧 ソ連 の15の 共和 国 はす べ て,資 本

主 義 的市 場 経 済 体制 へ の移行 を め ざ して い る。 しか し,成 功 裡 に移 行 を完 了 し

た国 は0つ もな い。 ロシ ア連邦 も,IMF(国 際通貨基金)の 指 導 の も とで 市場

経 済 へ の移 行 をめ ざ して い るが,成 果 はあが らず,い た ず らに国際 債 務 の み を

増 や し,GDP(国 内総生産)は マ イナ ス成 長 をっ づ けて い る。 驚 くな かれ,ロ

シア連 邦 のGDPは,か つ て の 世界第2位(旧 ソ連)か ら第55位 に まで低 下 し

た。20世 紀 の うち に国 民 経済 を上 向 きに転 換 す る こ とは不 可能 で あ る。低 所 得

国 で あ りなが ら世界 第2位 の軍 事大 国 とい うパ ラ ドク スを,ロ シア は抱 え こん

で い る。 ゴルバ チ ョフは完 全 に過 去 の人 とな り,エ リツ ィ ン もま た過 去 の人 と

な りつ っ あ る。 マ フ ィア資 本 主義,野 蛮 な市 場経 済 の もとで,ロ シアを は じめ

旧 ソ連 の国 々の ひ と び とは,重 苦 しい 日々 を送 って い る。

若 き 日,シ ベ リア鉄 道 を利 用 して ロ ン ドンに留 学 した 日本 の英語 学 者 市 河三

喜(1886-1970)は,そ の紀 行 文 の なか で,ロ シアの民 衆 の印象 と して 「貧 強」

とい う言葉 を選 ん で い る。「貧 し くと も弱 くな い」,「貧 しくと も強 い」 とい う含

意 で あ ろ うか。ま ことに 言いえ て妙 で あ る。「貧 強」 は,ス ラ ヴ魂 を あ らわ す最

適 の言 葉 で あ る。 尊 敬 す る冨 岡 倍 雄教 授 は,ロ シ アを,ス ラヴを,ど う見 て お

られ るの で あ ろ うか。冨 岡 さん を追悼 して,こ のっ た な い論 稿 「ソ ヴ ェ ト社 会

主 義共 和 国連 邦 の崩 壊(1)・ ② 」 を さ さげ る とと もに,闘 争 心 を失 った中 村 で は

あ るが,今 後 の精 進 を誓 うもので あ る。

註
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の移行 。 第7章 ソビエ ト社会1義 共和国連邦 の形成。 第8章 復 興期末 の ソ ビェ

ト国家 。第9章 社会 主義 的 工業化 と農業集 団化 の開始。第10章 第1次5力 年 計

画。全戦線 での社会i_の 攻勢 。第11章 国民経済 の再建 。 ソ連邦 にお ける社会 主
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根 本 的転 換(1942年11月 一1943年)。 第15章 大 祖 国 戦 争,勝 利 に よ って終 結

(1944年 一1945年)。 第16章 戦 後 期 に お け る国 民 経 済 の復 興 と そ の後 の発 展
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経 済 の 復 興:成 功 の 代 価,37全 体 主義 の 強 化i38イ デ オ ロギ ー と文 化,39対 外 政
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社 会 生 活 の い っ そ うの イ デ オ ロギ ー化,47デ タ ン ト政 策=希 望 と結 果 」。第8×48

政 治 シ ス テ ムの 改 革1目 的 ・段 階 ・結 果,49経 済 改 革:伝 統 と 革新,50《 グ ラ ス ノ

スチ 》 の政 治=成 果 と費 用,51《 新 しい思 考 》 の 弁 証 法 」。第9竜 「52市 場 へ の 移 行
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41110cTpo呂cKH鉱B.II.,yTK耽H,A.レLI4cTopHHPoCCL[MXXBeK ,ド ル フ ァ社,モ

ス ク ワ,1955年,30万 部 。

⑫ 「全 体 主義 」 にっ い て は,以 ドの 事(辞)典 の 「全 体 主義totalitarianism」 の 用

語 解 説 を 参 照 した。 『哲 学 事 典 』(平 凡 社,1971年/}『 社 会 学 辞 典 』(弘 文 堂,1988
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年),『 世界大 百科事 典』(第16巻,平 凡社,1990年),「 現代 政治学事 典』(ブ レー ン

出版社,1991年),『 社会 科学 総合辞 典』(新 日本 出版 社,1992年),〈TheNewEncy-
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らに よれ ば,全 体 主 義 は個 人 あ るい は集 団 に よ る一 過性 の国 家 政策 に も とつ く政

治 ・社 会現象 を さす概念 であ り,封 建 社会 とか資 本 主義社会 に匹敵 す る社会 構成体

概 念で はな い。奴隷 制社会 に も,封 建制 社会 に も,一 時 期全体 主義的現 象 が存 在 した

ことがあ る。

全体主 義 は,ナ チ ズムや ファシズム,天 皇制 軍国主 義 とい った個別 概念 を総括 す

る政治 学的 ・社会学 的 な概念 であ り,そ れ は,ド イ ッ資 本 圭義 や イ タ リア資本 主義

日本 資本主 義 の一定 の時 期 の一 定 の側 面 の特 徴 を と らえた概念 で あ り,ド イ ッ資本

主義 等 が資本主 義以 外 の な に ものか に移 行 した ことを意味 す る概 念 で はない。 その

意 味で,旧 ソ連社 会 を 「全体 主義 」と把 握す る場 合,社 会構 成体 と して はいか な る性

格 を もっ社 会 であ ったのか,と い う問題 が残 る。

(㈹ 中村 平八 「発展途上 社会主 義 の崩 壊 」神 奈川大学 「商経論 叢』第32巻 第2号,1996

年 。註く9膚の 「第6章 社会 主義"生 成期"論 の意義 と問題 点」,「第7章 中国 の社

会 主義論 争」 を見 よ。

(⑳ 長砂 實教授 は,「 党 国家官 僚」 を 「階級」 と規定 す る根拠 を問題 に して い る(長 砂

實 「"20世 紀社 会1義"の 評価 と体制 転換 」『比 較経済体 制研究』 第4号,1997年,

比較経 済体 制研究会)。 ソ連 邦 の場 合,生 産 手段 の国家 的所有 に もとつ いて,党 国家

(IIapTKpaT四ecKoerocyuapcTgo)の 官 僚が生産 手段 を 占有 して いたの であ るか

ら,そ の 占有 は排他 的,絶 対 的 であ り,か っ他 の いか な る社会集団 か ら もその 占有 を

脅 か され るこ とはなか った。 したが って,党 国 家官僚 は,レ ーニ ンの階級 概念 か らみ

て も,「 階級 」 と規定 で きる。

㈲ ソ連 の民族構成30位(1989年 人 ロセ ンサ ス)総 人[」28,574万 人

0
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㈲ 宮 沢 俊 義 編 『世界 憲 法 集 』 第3版,岩 波 書 店,1980年 。

⑰ ソ連 時 代 に 自治 共 和 国 はsロ シア連 邦 共 和 国 に16(カ レ リア,コ ミ,モ ル ドヴ ァ,

チ ュ ヴ ァ シ,マ リ,ウ ドム ル ト,タ ター ル,バ シ キ ー ル,カ バ ル デ ィ ノ ・バ ル カ ル,

北 オ セ チ ヤ,カ ル ム イ ク,チ ェ チ ェ ノ ・イ ン グー シ,ダ ゲ ス タ ン,ト ゥー バ,ブ リ

ヤ ー ト,ヤ ク ー ト),グ ル ジ ア共 和 国 に2(ア ブハ ー ズ,ア ジ ャ ー・ル),ア ゼ ル バ イ

ジ ャ ン共 和 国 に1(ナ ヒチ ェバ ン),ウ ズ ベ ク共 和 田 に1(カ ラ カ ル パ ク)あ った 。

(1∂ ソ連 共 産 党 の党 員 数

年度(1月)正 党 員

1917

1922

1927

1932

1937

1942

1947

1952

19fi2

1972

1977

1983

1988

24,000

410,430

786,288

1,769,773

1,453,828

2,115,336

4,774,886

5,853,200

9,051,934

14,109,432

17,405,293

18,82?,271

党 員 候 補

117,924

426,217

x,347,477

527,869

908,540

1,277,015

854,339

839,134

521,557

712,610

641,515

合 計

24,0aa

528,354

1,212,505

3,117,25D

l,ssi,s97

3,023,876

6,051,901

6,707,539

9,891,Dfi8

14,631,289

16,203,446

18,117,903

19,468,786

ロ シア 革命

ス ター リン書記 長就任

ネ ッブ末期

農業 集団 化の達成

粛清

第2次 大戦 期

冷 戦

スター リン晩年

フル シチ ョフ末期

デ タ ン ト期

ブ レジネ フ憲法

老人 支配期

ペ レス トロ イカ

出所 『ロ シア ・ソ連 を知 る事典』 平凡社,1991年,326ペ ー ジ.

(19)『 ソ ビエ ト連 邦 共 産 党 綱 領 』 ソ連 大 使 館 広 報 課,東 京,1961年 。

⑳ 『ソ連 共 産 党 綱 領 新 稿 』 ノ ー ボ ス チ通 信 社 東 京 支 局,1986年 。

⑳ ノ メ ン ク ラ トゥー ラ制 の 成 立 は,1930年 代 半 ば と さ れ る(註llの 教 科 書 の230

ペ ー ジ に よ る)。 ノ メ ン ク ラ トゥー ラ員 の数 は,ボ ス レ ンス キ ー 「ノ ー メ ン ク ラ ッー

ラ』新 訂 ・増 補 版,中 央 公 論 社,1988年,171-177ペ ー ジ に よ る。 ソ連 共 産 党 で 準

政 治 局 員 の地 位 に ま で の ぼ りっ め た エ リッ ィ ンは,自 己 の 生 活 体 験 に照 ら して 次 の

よ うに述 べ て い る。「現 今 の 共 産 空 義 は,今 の と こ ろ,ほ ん の20名 程 度 の人 間[政 治

局 員 と準 政 治 局 員 を指 す]の た め に の み 実 現 され て い る」(エ リツ ィ ン 『告 白』 草 思

社,1990年,162-174ペ ー ジ)。

⑳napTxpaTHRと い う用 語 は,中 村 の造 語 で あ る。 ギ リ シア語 のdemokratiaはs

demos(人 民)とkratia(権 力)と を 結 合 した語 だ と い う。 この 語 義 に な ら え ば,

napTHHParty(党)とKpaTHH,cracy(権 力)と を 結 合 して,napTKpaTxx,par-

tcracy(党 権 力)と い う語 を つ く り,IlapTKpaTHqecKoerocyuapcTao,partcratic

state(党 国 家)と い う範 躊 を定 立 す る こ とが 可能 で あ る。「共 産 党e国 家 」説,「 共 産
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党 一国 家 党 」説,「 共 産 党e政 府 党 」説 は,す で に1920年 代 に,ソ ヴ ェ トの 法 学 者 の

一 部 に よ って 主張 され て い た とい う(森 下 利 男 『ソ ビエ ト憲 法 理 論 の 研 究 』 創 文 社 ,

1984年,481--483ペ ー ジ)。

㈱ 高木 八 尺 他 編 『人 権 宣 言 集 』 岩 波 書 店,1957年,295ペ ー ジ。

⑳ 宮 沢 俊 義 編 『世 界 憲 法 集 』 第3版,岩 波 書 店,1980年,286ペ ー ジ。

㈱ ゴル バ チ ョフ 『ゴ ルバ チ ョフ回 想 録 』 上 巻,新 潮 社,1996年,607-614ペ ー ジ。

㈱ 『ソ連 共 産 党 大 会 ・協 議 会 ・中 央 委 員 会 総 会 の決 議 ・決 定 集 』 ロ シ ア語 版,第1分

冊,モ ス ク ワ,1954年,443ペ ー ジ。

㎝ レー ニ ン 「ボ リ シ ェ ヴ ィキ は国 家 権 力 を維 持 で き るか 」 『レー ニ ン全 集 」 第26巻,

大 月 書 店 版t94ペ ー ジ。

㈱ レー ニ ン 「ロ シア の 市民 へ!」 『レ ー ニ ン全 集 』第26巻,大 月 書店 版,243ペ ー ジ。

⑳ レー ニ ン 「第3回 全 ロ シ ア労 働 者 ・兵f:一 農 民 代 議 員 ソ ヴ ェ ト大 会」 『レー ニ ン全

集 』 第26巻}大 月 書 店 版,488ペ ー ジ。

(30)ブ ハ ー一リ ン 「プ ロ レ タ リア 独 裁 の 理 論 」1919年 執 筆,『 ブハ ー リ ン選 集 』 ロ シ ア語

版,モ ス ク ワ,1988年,21ペ ー一ジ。

(31)宮 沢 俊 義 編 『世 界 憲 法 集 』 第3版,岩 波 書店,1980年,285ペ ー ジ。

(32?坂 梨 昌 弘 編 『ソ ビエ トの 地 方 自治 』 あ りえ す 書房,1979年,18ペ ー ジ よ り再 引

用 。 ソ連 邦 崩 壊 後,「 ロ シ ア ・ソ ヴ ェ ト連 邦 社 会 豹義 共 和 国 」 の 国 名 は,「 ロ シア連

邦 」 と変 更 さ れ た。1993年12月 採 択 の ロ シ ア連 邦 憲 法 に よ れ ば,ロ シ ア連 邦 は,21

の 共 和 国,6の 地 方,49の 州,1の 自治 州,10の 自治 管 区,2の 連 邦 的 意 義 の 市(モ

ス ク ワ市 お よ び サ ンク トペ テ ル ブ ル ク 市)と い う構 成}{体 に よ って 構 成 され て い る。

⑬ ゴル バ チ ョフ 『ゴル バ チ ョフ回 想 録 」 上 巻,新 潮 社,1996年,580,562ペ ー ジ。

鋤 レー ニ ン 「ボ リシ ェ ヴ ィキ は国 家 権 力 を維 持 で き る か」 『レー ニ ン全 集 』 第26巻,

人 月 書 店 版,93ペ ー ジ。

㈲ 中 村 平 八 「発 展 途 上 社 会 主 義 の 崩 壊 」神 奈 川 大学 『商 経 論 叢 』第32巻 第2号,1996

年9月 。 長 砂 實 「"20世 紀 社 会 セ義"の 評 価 と体 制 転 換 」 『比 較 経 済 体 制 研 究 』 第4

号,1997年 。

(36)中 村 平 八 『発 展 途 上 社 会 主 義 の研 究 』 白桃 書房,1988年,34-一 一72ペ ー ジ。

(鋤 『新 法 律 学 辞 典 』 第 三版,有 斐 閣,平 成 元 年 。 『法 律 学 小 辞 典』新 版,有 斐 閣,1994

年 。

㈱ 『世界 大1{f科 辞 典 』 第14巻,'r凡 社,1992年 印 刷,560ペ ー ジ。 「ス イ ス」 の 大 項

目の う ちの 「政 治 」 の項 を 見 よ。

X391清 水 貞 俊 『欧 州 統 合 の 道 』 ミネ ル ヴ ァ書房,1998年,4,11,209--210ペ ー ジ。

(40yソ ヴ ェ ト ・ロ シ ア共 和 国(1917年10月 形 成)お よ び ソ連 邦(22年12月 形 成)の

国 際 的 承 認 の状 況 は以 ドの とお り。1919年 ア フ ガ ニ ス タ ン,20年 エ ス トニ ア,ラ ト

ヴ ィア,ト ル コ}フ ィ ン ラ ン ド,21年 ポ ー ラ ン ド,22年 ドイ ツ,24年 イ ギ リス,イ
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タ リア,ノ ル ウ エ ー,オ ー ス トリア,ギ リ シア,ス ウ ェ ー デ ン,中 国,デ ンマ ー ク,

メ キ シ コ,フ ラ ン ス}25年 日本,26年 ウ ル グ ア イ ,33年 スペ イ ン,ア メIJカT34年

ハ ン ガ リー ,チ ェ コ ス ロ ヴ ァキ ア,ル ー マ ニ ア,ブ ル ガ リア,ア ルバ ニ ア。 ロ シア お

よ び ソ連 に 隣接 す る 旧東 欧 諸 国 に よ る承 認 の遅 い こ とが 注 目 され る。

(41)ノ ー ボ スチ 通 信 社 編 『新 ソ連 憲 法 ・資 料 集 』 あ りえ す 書 房,1978年,53ペ ー ジ。

な お 同 書 に は,1918年 憲 法,24年 憲 法,36年 憲 法,77年 憲 法 の邦 訳 全 文 が 収 録 さ れ

て い る。

(42」 「… … 宣 言 お よ び 条 約 」 は 『ス ター リ ン全 集 』第5巻,大 月 書 店 版,398-407ペ ー

ジ に掲 載 され て い る。

(43?「 遺 言」全 文 は 『レー ニ ン全 集 』第36巻,大 月書 店 版,715…719ペ ー ジ に収 あ られ

て い る。

㈹ 『ス タ ー リ ン全 集 』 第5巻,大 月 書 店 版,270--271ペ ー ジ。

(45>同 上,341-342ペ ー ジ。

㈹ 同 上,342ペ ー ジ。 レー ユ ン,ス ター リン,マ ル ク ス 主義 の 民 族 政 策 論 に つ い て は,

以 ドの 専門 書 を見 よ。中 井 和 夫 『ソ ヴ ェ ト民 族 政 策 史』御 茶 の 水 書房,1988年 。丸 山

敬 一 『マ ル ク ス セ義 と民 族 自決 権 』信 山社,1989年,,木 村 英亮 『ス ター一リン民 族 政 策

の 研 究 』 有 信 堂 高 文 社,1993年 。

⑳ 森 ド利 男 『ソ ビ エ ト憲 法 理 論 の 研 究 』 創 文 社,1984年,317-380ペ ー ジ。

⑱ 和 田 春 樹 『ロ シ ア ・ソ連 』 朝 日新 聞 社,1983年,4,148ペ ー ジ。 石 井 規 衛 「ネ ッ

プの 時 代 」 田 中 陽 免 ・倉 持 俊 一・・和 田春 樹 『ロ シ ア史320世 紀 」111川 出 版

社,1997年,118-125ペ ー ジci

(49)ゴ ル バ チ ョ フ 『ゴ ルバ チ ョフ回 想 録 』 上 巻,新 潮 社,1996年,672ペ ー ジ。

(5① 同 上,633ペ ー ジ。

{51)同 上,635ペ ー ジ。

(働 同 上,659ペ ー ジ。

X53)『 ソ連 邦 の歴 史 社 会 主義 時 代 』 増 補 第3版}日 本 語 版,プ ロ グ レス 出 版 所,モ

ス ク ワ,1977年,473…490ペ ー ジ。

働 斎 藤 治r『 独 ソ不 可侵 条 約 』新 樹 社,1995年 。斎 藤 教 授 の研 究 に よ って,長 年 研 究

者 を悩 ま して き た 「独 ソ秘 密 議 定 書 」 問題 は完 全 に解 明 さ れ た。 同 書 の28--29ペ ー

ジ に付 属 議 定 書 全 文 の 邦 訳 が 紹 介 され て い る。

「独 ソ不 可侵 条 約 の 調 印 に さ い し}両 国 全 権 代 表 は 東 欧 で の 双 方 の 利 益 範 囲 の境 界

画 定 問 題 を 極 秘 に討 議 し,そ の結 果 次 の よ うな結 論 に達 した。(1)バ ル ト諸 国(フ ィ

ン ラ ン ド,エ ス トニ ァ,ラ トヴ ィア,リ トア ニ ア)に 属 す る領 域 の領 上的 ・政 治 的 変

更 の 場 合,リ トア ニ ア の北 部 國 境 が ドイ ツ と ソ連 との境 界 とな る。 これ に さ い し,

ヴ ィル ナ地 域 に 関 す る リ トア エ ア の 利 益 を 両 国 は 承 認 す る。(2)ポ ー ラ ン ド国 家 に

属 す る領 域 の 領L的 ・政 治 的 変 更 の場 合,ド イ ツ と ソ連 の利 益 範 囲 の境 界 は ナ レ フ,
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ヴ ィス ワ,サ ンの各河 の線 に ほぼ沿 う もの とす る。 独立 した ポー ラ ン ド国家 の保持

が両 国 の利 益 に と って望 ま しいか ど うか,ま た,こ の国家 の境 界 はいか な るものか

とい う問題 は,今 後 の政治 的発展 の流 れ のなか で最終 的 に明確 にな るだ ろ う。 いか

な る場 合 も両 国 政 府 は この問 題 を友 好 的 な双方 の合 意 に よ って解決 す る。{3)東 南

ヨー ロ ッパ に関 しては ソ連 側 か らベ ッサ ラ ビア に対 す るソ連 の利益 が強調 された。

ドイ ッ側か らこの地域 に政 治的関 心 を ま った く持 って いな い こ とが表明 され た。(4)

この議定書 は両 国 に よ って極秘 に保持 され る」。

(55)『朝 日新 聞』,『赤 旗』,『プ ラウダ』,「ノー ボスチ』 な どの報道記事 によ る。

㈹ 「主権 国 家連邦 条約」 をめ ぐりゴルバ チ ョフ派 は二っ(こ れを 支持 す るグル ー プと

反対 す るグル ープ)に 分裂 し,反 対 派 が 「8月 クー デ タ」 を起 こ した ことが,ソ 連共

産党,ひ いて は ソ連邦 の崩壊 にっ なが った。 ソ連 の継 承国家 にな る予定 であ った 「主

権国家連 邦」につ いて は,「 主権国家連 邦 に関す る条約」草 案を見 よ(『 ゴルバ チ ョフ

回想録』 下巻,747-756ペ ー ジ)。


